


関係府省庁
特例措置

番号
特定事業の名称

措置
区分

特例措置の概要 認定件数
（第６０回認定まで）

過去の
評価時期

評価時期 審議

総務省 413
救急隊の編成基準の特
例適用の拡大による救
急隊編成弾力化事業

省令

緊急度・重症度が著しく
低い場合には救急自動
車１台及び救急隊員２人
により救急隊を編成する
ことができる。
（限られた人員の中で救
急需要に対応できる体
制の構築が期待でき、重
症・重篤な疾病者に対す
る現場到着時間を短縮し
救命率の向上が図られ
る。）

1件

初評価
（平成21年度
のニーズ調

査により予定
していた評価
を行わなかっ

たため）

令和5年度
評価・調査委
員会

財務省
709

(710,711)
特産酒類の製造事業

法律

地域の特産物である農
作物等を原料とした単式
蒸留焼酎又は原料用ア
ルコールを製造しようと
する者が、製造免許を申
請した場合には、最低製
造数量基準を適用除外
とする。

7件 令和元年度 令和5年度
評価・調査委
員会

財務省 712
清酒の製造場における
製造体験事業

法律

清酒の製造免許を受け
ている者が、その地域の
活性化を図ることを目的
として、地域の魅力の増
進に資する施設において
清酒の製造体験を提供
する場合には、税務署長
の承認により、当該施設
内に設ける体験製造場
を既存の製造場と一の
製造場とみなす。

5件 初評価 令和5年度
評価・調査委
員会

文部科学省 816
学校設置会社によ
る学校設置事業

法律
株式会社が学校を設置
することを可能とする。

23件 令和4年度 令和5年度
評価・調査委
員会

農林水産省 1010
地方競馬における小規
模場外設備設置事業

告示

 場外馬券発売所の設置
に関する審査について、
一定の要件が満たされ
ると都道府県知事が書
面により確認した場合に
は、農林水産大臣は設
置承認基準を満たしたも
のとみなす。

1件

初評価
（平成20年度
のニーズ調

査により予定
していた評価
を行わなかっ

たため）

令和5年度
評価・調査委
員会

令和５年度に評価対象となる規制の特例措置の一覧

資料１
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令和５年度調査報告（規制の特例措置用）

１． 関係府省庁名 総務省消防庁
２． 特例措置番号 413
３． 特定事業の名称 救急隊の編成基準の特例適用の拡大による救急隊編成弾力化事業

４． 弊害の発生に関する調査

① 調査内容

横浜市消防局に対して、主に以下の項目について調査。（令和５年９月１日時点から遡り調査）
Ⅰ特区制度の運用実績
Ⅱ運用上の支障
Ⅲ運用実績等を踏まえた課題

② 調査方法 調査票、ヒアリング、現地視察

③ 調査対象 横浜市消防局救急課及び司令課

④ 調査の実施時期 調査表配付：令和５年10月～11月 ヒアリング、現地視察：令和５年11月15日

【調査票】 ※別紙より主なポイントを抜粋、消防庁により一部追記修正。回答原文は別紙参照。

＜調査内容Ⅰ特区制度の運用実績＞
●（設問３、４）特区制度の運用実績、運用実績が少ない理由について
（運用実績）平成20年の認定以後、特区制度を運用した出動件数の全体は、平成22年の13,764件を
ピークに減少しており、令和４年には８件となっている。
（横浜市見解）運用を重ねる中で、２名体制の救急隊による活動上の負荷及びリスクについて課題が
判明し、横浜市独自で追加条件を設定した。加えて、緊急度判定の安全性向上により、指令時点で
傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著しく低いと合理的に判断される事案が減少した。

＜調査内容Ⅱ運用上の支障＞
●（設問５、６）特区制度を活用できる場合に該当するが、２名体制で出場しなかった件数及び２名体
制で出場しなかった理由について
（運用実績）特区制度を活用できる場合に該当する事案の減少に伴って、上記の出動件数も平成24
年の5,539件をピークに減少しており、令和４年には347件となっている。
（横浜市見解）特区制度を活用できる場合に該当するが２名体制で出場しなかった主な理由は、横浜
市独自で定めている追加条件（設問８参照）に該当しなかったためと考えられる。

●（設問５、７）２名体制で救急出動したものの、不測の事態が生じたことにより人員増強を実施した
件数及び人員増強を実施した理由について
（運用実績）上記の実施件数は、平成22年の1,062件をピークに減少しており、平成30年から令和４年
までは０件が続いている。
（横浜市見解）人員増強を実施した理由である不測の事態は主に以下のとおり。

・ストレッチャーが必要だった。
・３名での安全管理が必要な現場であった。
・傷病者にリスクの高い既往があった。

●（設問８）特例要件の他に、横浜市が独自に設定した追加条件について
（横浜市見解）不測の事態が生じたことを踏まえ、救急活動上のリスク回避のため、特例要件及び平
成23年に横浜市独自に定められた追加条件は主に以下のとおり。

［特例要件］
・ 通報時における適切な緊急度判定体制及び通報から出動までの手順の確立
・ 不測の事態には３人以上の救急隊員により速やかに必要な措置を実施
・ 通信指令室等に医師が常駐

［追加条件］
・ 傷病者の対応に苦慮が予想される場合（加害、自損、酩酊状態等）
・ 特に現場の安全管理が必要な場合（繁華街、主要幹線道路等）
・ 傷病者接触までに時間を要する場合（高層階、大規模施設、駅舎等）
・ 夜間時間帯（22時～翌６時）の場合
・ サポート隊が不在の場合
・ 救急隊長が救急救命士でない場合
・ 救急隊３名乗車で署外活動中の場合 等

＜調査内容Ⅲ運用実績等を踏まえた課題＞
●（設問９）２名体制運用の改善すべき点及び課題について
（横浜市見解）
・２名体制の救急隊は活動上の負荷及びリスクが高く、安全上の理由から様々な条件を課して不測
の事態に備える必要がある。その結果、対象事案が減少し、運用体制の整備に必要なコストに見
合った効果が得られない可能性が高い。
・２名運用救急隊として出場できたとしても、帰署するまでは３名運用救急隊に戻れないため、直近で
発生した次の事案に出場できず、特に救急ひっ迫時の部隊運用への制約が想定される。

調査結果⑤

11

⑤関係府省庁による調査結果
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【追加ヒアリング】 ※横浜市より得られた追加回答を記載

＜調査内容Ⅰ特区制度の運用実績＞
●特区制度の運用実績が少ない理由について
・平成20年の認定以後、東日本大震災、平成23年に山形市で起こった119番通報時に救急車不出動
と指令員が判断した後に通報者である大学生が死亡した事案、新型コロナウイルス感染症の流行な
どにより、救急需要における社会情勢が変化しており、救急活動上のリスク回避を考慮する必要性が
高まっていること。

＜調査内容Ⅱ運用上の支障＞
●救急活動上の安全配慮に関する運用上の支障について
・２名体制で出場できる追加条件を定めた背景として、安全管理面（緊急走行等）での不安が生じると
いう現場の救急隊からの意見が多かった。

＜調査内容Ⅲ運用実績等を踏まえた課題＞
●２名体制運用の改善すべき点及び課題について
・通報時の緊急度判定において２名体制で出場できる低緊急「C」判定を行うには、高緊急の事案と
比較し、多くの項目を聴取する必要があり、長い時間を要する。さらに、出動率が高まり救急業務が
ひっ迫すると、低緊急「C」判定を行うための時間を割けず、２名体制での出場を判断すること自体困
難となる。
・効果を出すために２名体制で出場するという選択は、増隊を抑えられる可能性があるが、結果的に
高いリスクを背負うことになり、必要な人員確保などの運用体制の整備のコストも高くなってしまうた
め、増隊する方がリスク・コストの両者を抑制できると考える。

＜その他＞
●通信指令室に常駐する医師について
・横浜市消防局では平成10年から通信指令室に24時間体制で指導医が常駐しており、特区制度活
用のために新たに指導医を確保する必要がなかった。
（※指導医の要件は、救急医として５年以上勤務し、救命センターの推薦があることとしている。）

⑥

特区において適用
された規制の特例
措置による弊害の

発生の有無

救急業務においては、救急自動車の運転、緊急走行時における安全確認、傷病者の応急処置に関
わる人員確保が必要であり、現行の救急隊の編成基準において原則として救急隊員３名以上を構成
要件としている。

救急隊員２名で構成する救急隊を運用する際にも、当然のことながら、傷病者の安全性を確保する
ことが最優先であり、特例要件の他に、横浜市消防局では不測の事態に備えて追加条件を設定して
いる。これらの要件遵守のため下記の課題が生じ、この解決には追加の体制整備のコストが掛かる
ことが判明した。横浜市消防局ではコストに見合った効果が得られず、近年では、運用数が極めて少
なくなっているのが実態である。

・緊急度判定の安全性向上により、通報時における傷病程度及び緊急度の過小評価は抑制された
が、対象事案が減少した。同時に、迅速かつ的確に緊急度判定を行えるシステムを唯一導入する横
浜市であっても、判定時の手順が複雑化し、労務負荷が高まった。
・運用を重ねる中で判明した課題に対応するため、迅速かつ確実な傷病者対応、現場の安全管理等
に必要となる追加条件を定めたが、対象事案が減少した。
・不測の事態が発生した場合に、３人以上の救急隊員により速やかに人員増強を実施するため、多く
の人員確保をしておく必要がある。

⑦
全国展開により発
生する弊害の有無

下記の点を踏まえると、本特区制度を全国展開しても、導入する消防本部は出てこないことが想定
され、ニーズのない制度を全国制度として創設する弊害が生じる懸念がある。

・特区制度による２名体制での出場においても、救急活動上のリスク回避が必要であることは他の消
防本部が導入しても同様であること。
・活動上の負荷及びリスク、その解決に必要な体制整備のコストに見合った効果が得られず、結果的
に十分な運用実績も得られない可能性が高いこと。なお、特例要件の通信指令室等に医師が常駐す
ることについて横浜市は体制整備済みであったが、他地域において発生する追加コストは本調査で
は評価困難であること。
・実際、平成21年度に内閣府が実施した全国調査において新規導入ニーズはなく、その後も、導入に
向けた相談等もない状況であること。

従って、本特区制度を全国展開する場合、制度導入の是非については各消防本部において判断さ
れるものであるが、先進的な横浜市消防局の実例においても運用実績が極めて少なくなっている中
で、前提として、他の消防本部において導入ニーズがあることを再確認すべきである。

12
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平成24年 5539 116 

平成25年 3116 15 

平成26年 2013 1 

平成27年 1257 0 

平成28年 1012 1 

平成29年 1409 1 

平成30年 1142 0 

令和元年 1047 0 

令和２年 644 0 

令和３年 541 0 

令和４年 347 0 

認定以後

累計 
28237 2215 

 

６ 傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著しく低いと合理的に判断される傷病者を医

療機関その他の場所へ搬送する場合、特区制度を活用し、救急自動車１台及び救急隊員２

名で救急隊を編制することができますが、当該場合に該当するにもかかわらず、通常の救

急隊の編成（救急自動車１台及び救急隊員３名以上）で救急出動したことがある場合、特

区制度を活用しなかった主な理由を教えてください。 

当局内で別途定めている救急自動車１台及び救急隊員２名で救急隊を編制するための

条件に該当しなかったと考えられます。また、２名運用救急隊は３名運用救急隊に比べて

活動上の負荷及びリスクが高く、事案の内容から判断して出場隊は３名出場を選択する

ことが多くなると考えられます。 

 

７ 傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著しく低いと合理的に判断される傷病者を医

療機関その他の場所へ搬送する場合において、特区制度を活用し、救急自動車１台及び救

急隊員２名で救急隊を編制して救急出動したものの、救急現場で不測の事態が生じたこ

とにより、あらかじめ定めた基準及び要領に従って、３人以上の救急隊員により速やかに

必要な措置を実施したことがある場合、救急現場で生じた不測の事態について、主なもの

を教えてください。 

ストレッチャーが必要だった。 

リスクの高い既往症があった。 

３名での安全管理が必要な現場だった。 

 

８ 傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著しく低いと合理的に判断される傷病者を医

療機関その他の場所へ搬送する場合、特区制度を活用し、救急自動車１台及び救急隊員２
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名で救急隊を編制することができますが、当該場合に該当することのほか、貴市において

救急自動車１台及び救急隊員２名で救急隊を編制するための条件等がありましたら教え

てください。 

ディスパッチレベル４での救急出場指令において、Ａ２隊出場可能な部隊は、救急現場に

おける活動困難性等を考慮し、次のアからクに該当する場合は救急隊３名で出場し、該当

がない場合は救急隊２名で出場することとします。 

ア 救急隊３名乗車で署外活動中の場合 

イ 夜間時間帯（22時～翌６時）の指令 

ウ 同署所に配置の消防隊及びミニ隊両隊又は一方が不在の場合 

エ 救急隊長が救急救命士でない場合 

オ 事故種別が「加害」若しくは「自損」又は加害や自損が疑われる場合 

カ 傷病者が酩酊状態であると予想される場合 

キ 指令先が直近に部署できない場所で、傷病者接触までに時間を要すると予想される場

合（建物高層階、大規模施設、駅舎等） 

ク 指令先が繁華街、自動車専用道路、主要幹線道路、道路狭隘地域等で、特に現場の安

全管理が必要な場所である場合 

なお、令和５年９月１日現在、全救急隊84隊中、２人運用可能救急隊は34隊です。 

 

９ これまでの特区制度の実績等を踏まえ、改善すべき点や今後における課題等がありま

したら教えてください。 

２名運用救急隊の活動はリスクが高く、救急隊への負担も大きいため、コールトリアー

ジに加えて様々な条件を課すことで不測の事態を回避する必要がありますが、結果的に

２名運用救急隊として出場できる事案が少なくなり、運用整備の初期コストに見合った

成果が得られない可能性が高いと言えます。 

また、２名運用救急隊として出場できたとしても、帰署するまでは３名運用救急隊に戻

れないため、直近で発生した次の事案に出場できず、救急需要逼迫時に大きな影響を及ぼ

すと考えられます。 

 

 

 

10 その他、特区制度に対するご意見等がありましたら教えてください。 
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階で、検討を進めていきたいと考え

ている。 

鹿児島県 三島村 
みしま村芋焼

酎特区 

予定どおりに進ん

でいる／実施して

いる 

計画当初から期待していた効果が

発現している 

東京都 檜原村 
檜原村じゃが

いも焼酎特区 

予定どおりに進ん

でいる／実施して

いる 

計画当初から期待していた効果が

発現している 
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令和５年度調査報告（規制の特例措置用）

１． 関係府省庁名 財務省

２． 特例措置番号 709（710,711）

３． 特定事業の名称 特産酒類の製造事業の一部（単式蒸留焼酎及び原料用アルコールに関する事項）

４． 弊害の発生に関する調査

① 調査内容

納税申告義務の不履行等の法令違反の発生が想定されることから、記帳義務等が適正に履行され
ているか、申告内容が適正か、納税が適正に行われているか等について調査を行うとともに、この特
例の創設に伴い、構造改革特別区域内において、特例適用者以外の者による酒類の無免許製造が行
われていないか確認する。

また、執行コスト増大が想定されることから、税務執行コストの状況について検証する。

② 調査方法
特区の認定地域を所轄する国税局及び税務署（国税局等）に対し、特例適用者に対する調査・指導

事績等の報告を求める。

③ 調査対象 特区の認定地域を所轄する国税局等

④ 調査の実施時期
調査票の配付 令和５年10月
調査票の回収 令和５年11月
調査結果の取りまとめ 令和５年12月

⑤ 調査結果

○特例適用者：６者
（うち１者については、令和５年５月末に免許を取得しており、
特区に係る酒類の移出を行っていないため、令和５年８月時点で申告事績がない。）

１．納税申告事績
納税申告事績は５者あり。３者について問題が認められた。

２．法令違反の発生状況等
○税務調査者数 ：特例適用者６者中３者
○非違のあった者数 ：１者
○非違割合 ：３３．３％

調査対象期間内（令和４年９月～令和５年８月）に税務調査を実施した３者のうち、
１者について記帳義務の不履行が認められた。

なお、特区内において、無免許製造を行っている事例は確認されなかった。

３．税務執行コスト
①税務執行にかかった１場当たり所要日数は、約１２．８人日

②酒税担当職員が配置された税務署から特例適用者６者の製造場までの
平均距離（片道）・平均所要時間は、８２km、１時間５０分程度。
※最大３８０ｋｍ、５時間００分程度

（注）詳細は「別紙」のとおり

⑥

特区において適用
された規制の特例
措置による弊害の
発生の有無

１．納税申告事績、法令違反の発生状況等
(1)納税申告事績のある５者中３者において、納税申告事績に問題が確認されている。また、３者に税

務調査を実施したところ、１者について記帳義務の不履行が確認されている。国税局等では、特例適
用者に対して、随時、申告、記帳等の指導を行っているが、今後こうした状況が改善されず、特例適用
者が増加した場合には、更なる法令違反の増加が見込まれ、適正・公平な課税の確保に支障をきたす
こととなる。

(2)今回の調査においては、無免許製造の事例は確認されなかった。

２．税務執行コスト
限られた酒税担当職員数の下、適正・公正な課税の確保を図るためには、１者当たりの指導等に相

当の事務量を費やさぜるを得ない状況にある。

⑤関係府省庁による調査結果

 
 

14

 

33 / 115



⑦
全国展開により発
生する弊害の有無

国税局等は、随時、申告、記帳等の指導を行っているが、納税申告事績のある５者中３者において納
税申告事績に問題が発生しており、税務調査を実施した３者のうち１者において非違が認められてい
る。

こうした状況や現行の税務執行体制に鑑みれば、全国展開により特例適用者が増加した場合には、
更なる法令違反の増加や税務執行コストの増大が想定される。
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別   紙 
 

調査の結果 
 

１ 納税申告義務の不履行等の発生の状況 

(1) 納税申告事績の状況 

     納税申告事績のある５者のうち、３者について問題が認められた。 

※複数の項目に該当する者がいるため、内訳の者数の合計と一致しない。 

 令和５年調査 

期限後申告のあった者数 ３者 

期限後納付のあった者数 １者 

過少申告（自主修正）のあった者数 １者 

税務調査により非違のあった者数 １者 

 

(2) 税務調査による非違の状況 

調査対象期間内（令和４年９月～令和５年８月）に税務調査を実施した者は３者だった。 

  令和５年調査 

特例適用者数 ６ 者 

税務調査者数 ３ 者 

非違のあった者数（非違割合）※再掲 
１ 者 

（３３．３％） 

 内訳 記帳義務誤り １ 者 

内訳 申告・届出義務誤り ０ 者 

 

２ 特例適用者以外の者による無免許製造の有無の確認 

   特区内において、無免許製造を行っている事例は確認されなかった。 
 

３ 税務執行コストの状況    

指導等の状況 対象者数 所要日数 一場当たり所要日数 

免許審査日数 １ 者 2.0 人日 2.0 人日 

指導日数（免許付与前） １ 者 0.7 人日  0.7 人日 

指導日数（免許付与後） ０ 者 0.0 人日 0.0 人日 

酒税調査日数 ３ 者 30.4 人日 10.1 人日 

合計  33.1 人日 12.8 人日 

  （注）免許申請を取り下げた者を除く。 
 

４ その他参考事項 

製造場までの平均距離、平均所要時間 

  平 均 距 離  81.7km（最長：380.0km、最短：1.8km） 

  平均所要時間  １時間 53分（最大：５時間00分、最小： 23 分） 
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特例措置番号７１２の関連資料 

① 評価対象となる規制の特例措置の概要 ・・・・・・・・・・・・・・１

② 調査計画の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

③ 調査結果の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

④ 評価・調査委員会による調査結果【審議事項】 ・・・・・・・・・・４

⑤ 関係府省庁による調査結果【審議事項】 ・・・・・・・・・・・・・１４

資料２-３ 
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令和５年度調査報告（規制の特例措置用）

１． 関係府省庁名 財務省

２． 特例措置番号 712

３． 特定事業の名称 清酒の製造場における製造体験事業

４． 弊害の発生に関する調査

① 調査内容

納税申告義務の不履行等の法令違反の発生が想定されることから、記帳義務等が適正に履行され
ているか、申告内容が適正か、納税が適正に行われているか等について調査を行うとともに、この特
例の創設に伴い、構造改革特別区域内において、特例適用者以外の者による酒類の無免許製造が行
われていないか確認する。

また、執行コスト増大が想定されることから、税務執行コストの状況について検証する。

② 調査方法
特区の認定地域を所轄する国税局及び税務署（国税局等）に対し、特例適用者に対する調査・指導

事績等の報告を求める。

③ 調査対象 特区の認定地域を所轄する国税局等

④ 調査の実施時期
調査票の配付 令和５年10月
調査票の回収 令和５年11月
調査結果の取りまとめ 令和５年12月

⑤ 調査結果

○特例適用者：４者

１．納税申告事績
納税申告事績は４者あり。２者について問題が認められた。

２．法令違反の発生状況等
○税務調査者数 ：特例適用者４者中２者
○非違のあった者数 ：２者
○非違割合 ：１００．０％

調査対象期間内（令和４年９月～令和５年８月）に税務調査を実施した２者について
申告・届出義務、記帳義務の不履行が認められた。

なお、特区内において、無免許製造を行っている事例は確認されなかった。

３．税務執行コスト
①税務執行にかかった１場当たり所要日数は、約３１．８人日

②酒税担当職員が配置された税務署から特例適用者４者の製造場までの
平均距離（片道）・平均所要時間は、１７km、３０分程度。
※最大 ３０ｋｍ、４０分程度

（注）詳細は「別紙」のとおり

⑥

特区において適用
された規制の特例
措置による弊害の
発生の有無

１．納税申告事績、法令違反の発生状況等
(1)特例適用者４者のうち２者に税務調査を実施したところ、２者について申告・届出義務、記帳義務

の不履行が確認されている。国税局等では、特例適用者に対して、随時、申告、記帳等の指導を行っ
ているが、今後こうした状況が改善されず、特例適用者が増加した場合には、更なる法令違反の増加
が見込まれ、適正・公平な課税の確保に支障をきたすこととなる。

(2)今回の調査においては、無免許製造の事例は確認されなかった。

２．税務執行コスト
限られた酒税担当職員数の下、適正・公正な課税の確保を図るためには、１者当たりの指導等に相

当の事務量を費やさぜるを得ない状況にある。

⑦
全国展開により発
生する弊害の有無

国税局等は、随時、申告、記帳等の指導を行っているが、特例適用者４者のうち２者において納税申
告事績に問題が発生しており、税務調査を実施した２者において非違が認められている。

こうした状況や現行の税務執行体制に鑑みれば、全国展開により特例適用者が増加した場合には、
更なる法令違反の増加や税務執行コストの増大が想定される。

⑤関係府省庁による調査結果
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別   紙 
 

調査の結果 
 

１ 納税申告義務の不履行等の発生の状況 

(1) 納税申告事績の状況 

     納税申告事績のある４者のうち、２者について問題が認められた。 

 令和５年調査 

期限後申告のあった者数 ０者 

期限後納付のあった者数 ０者 

過少申告（自主修正）のあった者数 ０者 

税務調査により非違のあった者数 ２者 

 

(2) 税務調査による非違の状況 

調査対象期間内（令和４年９月～令和５年８月）に税務調査を実施した者は２者だった。 

  令和５年調査 

特例適用者数 ４ 者 

税務調査者数 ２ 者 

非違のあった者数（非違割合）※再掲 
２ 者 

（１００．０％） 

 内訳 記帳義務誤り １ 者 

内訳 申告・届出義務誤り １ 者 

 

２ 特例適用者以外の者による無免許製造の有無の確認 

   特区内において、無免許製造を行っている事例は確認されなかった。 

 

３ 税務執行コストの状況    

指導等の状況 対象者数 所要日数 一場当たり所要日数 

免許審査日数 ０ 者 0.0 人日 0.0 人日 

指導日数（免許付与前） ０ 者 0.0 人日  0.0 人日 

指導日数（免許付与後） ０ 者 0.0 人日 0.0 人日 

酒税調査日数 ２ 者 63.5 人日 31.8 人日 

合計  63.5 人日 31.8 人日 

  （注）免許申請を取り下げた者を除く。 

 

４ その他参考事項 

製造場までの平均距離、平均所要時間 

  平 均 距 離  16.9km（最長：30.0km、最短：1.5km） 

  平均所要時間  31 分（最大：40分、最小： 3分） 
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特例措置番号１０１０の関連資料 

① 評価対象となる規制の特例措置の概要 ・・・・・・・・・・・・・・１

② 調査計画の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

③ 調査結果の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

④ 評価・調査委員会による調査結果【審議事項】 ・・・・・・・・・・４

⑤ 関係府省庁による調査結果【審議事項】 ・・・・・・・・・・・・・１０

資料２-４ 
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令和５年度調査報告（規制の特例措置用）

１． 関係府省庁名 農林水産省

２． 特例措置番号 1010

３． 特定事業の名称 地方競馬における小規模場外設備設置事業

４． 弊害の発生に関する調査

① 調査内容

① 特区の特例措置により、競馬の公正確保や設備の適切な運用その他の弊害が生じていないかどうか
の観点から、販売規模、苦情等の有無、事務手続きの行政コスト等について調査・分析を行う。
② 特例措置を申請していない地方競馬主催者に対して、場外施設による売上げ規模、特区申請の希望
の有無等について、調査・分析を行う。

② 調査方法 アンケート調査

③ 調査対象
① 認定計画作成主催者（愛知県競馬組合）
② ①以外の地方競馬主催者

④ 調査の実施時期
調査票の配布 令和５年10月３日
調査票の回収 令和５年11月２日

⑥

特区において適用
された規制の特例
措置による弊害の
発生の有無

無し

⑦
全国展開により発
生する弊害の有無

現在、本特定事業を活用している主催者においては特段の弊害は生じていないものの、全国展開によ
り、周辺地域への環境負荷の増加や、未成年による馬券購入の防止、ギャンブル等依存症対策への支
障が生じる懸念がある。また、国において場外施設等における20歳未満の者による馬券購入の防止も含
めギャンブル等依存症対策への監督・指導の強化が求められる中、本特定事業の全国展開は、これに相
反する行為と受け取られる恐れがある。

⑤ 調査結果

【概要】
① 認定計画作成主催者（愛知県競馬組合）へのアンケート
〇場外発売施設数と場外施設における売得金の推移

H19年度以降、発売施設数はR元年度をピークに、近年は減少傾向（H19：92→R元：102→R4：97）
総売り上げに占める場外施設における売得金の割合は大きく減少（H19：52.8％→R元：13.7％→R4：

6.8％）
〇特定事業の効果

当該事業により設置した施設は一定の売り上げがあり、当初計画で想定された効果をあげている。
〇特定事業の弊害

施設設置に当たり、事前に丁寧な地元調整や警察協議を行ったことから、周辺地域からの苦情、ギャン
ブル等依存症対策の不備等の弊害は生じていない。
〇本特定事業の活用意向

当該施設については設置の継続を希望。

② ①以外の地方競馬主催者へのアンケート
〇場外施設数と場外施設における売得金の推移

地方競馬全体で、施設数はR元年度をピークに、近年は減少傾向（H19：67→R元：82→R4：79）
総売り上げに占める場外施設における売得金の割合は大きく減少（H19：53.0%→R元：16.5%→R4：

7.6%）。
〇本特定事業が全国展開した場合の活用希望

小規模場外施設の新規ユーザー獲得等の効果を評価している主催者（４主催者）はあるものの、全ての
主催者において具体的な本特例事業の活用希望は無し。

・場外施設での売り上げ減少を背景に、新規の施設設置について採算性が疑問視される（６主催者）
・競馬の知識に乏しい都道府県知事部局への申請が、農林水産省への申請よりもハードルが高い

（２主催者）

〇本特定事業が全国展開した場合に想定される弊害
・教育機関等や周辺地域への環境負荷が増加する可能性（１主催者）
・20歳未満の者による馬券購入の防止やギャンブル等依存症対策に支障が生じる可能性（５主催者）

【全国展開した場合への影響についての分析】
〇本特定事業を全国展開した場合の効果

本特定事業を活用している主催者も含め、新たな小規模場外施設の設置要望は無いことから、現時点
では、全国展開による効果は見込まれない。

〇本特定事業を全国展開した場合の弊害
 現在、本特定事業を活用している主催者においては特段の弊害は生じていないものの、一部の地方競
馬主催者からは周辺地域への環境負荷の増加や、20歳未満の者による馬券購入の防止、ギャンブル等
依存症対策への支障が生じるとの懸念が示されている。

⑤関係府省庁による調査結果
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規制の特例措置（地方競馬における小規模場外設備設置事業）に係る 

地方競馬主催者アンケート調査結果について 

令和５年１２月 

１ アンケート調査の概要 

調査期間：令和５年１０月３日～１１月２日 

調査対象：認定計画作成者（愛知県競馬組合）、及び特例措置を申請していない地方

競馬主催者（計15主催者） 

調査内容： 

（１）認定計画作成者（愛知競馬組合）への調査

特例措置による経済効果、実施に伴う弊害、今後の利用計画等

（２）特例措置を申請していない地方競馬主催者への調査

特例措置の利用希望の有無、特例措置を全国展開した際に想定される効果や

弊害、問題点等

２ 調査結果 

（１）認定計画作成者（愛知県競馬組合）からの回答

〇場外発売施設数と場外施設における売得金の推移（H19 年度以降） 

当該主催者の発売施設数はＲ元年度をピークに、近年は減少傾向。 

（H19：92 →R 元：102 →R4：97）
総売り上げに占める場外施設における売得金の割合は大きく減少。 

（H19：52.8％ →R 元：13.7％ →R4：6.8％）

〇特定事業による経済効果及び行政コストの削減状況 

馬券のインターネット販売の増加に伴い、場外施設における売得金は減少傾向

であるものの、当該事業により設置した場外施設は一定の売り上げがあり（H19：
163 百万円 →R 元：202 百万円 →R4：159 百万円）、新規ファンの獲得に貢献す

る等、当初計画で想定された効果をあげている。 

また、当該認定計画作成主催者の組織管理者が愛知県知事であったことから、

本特定事業（知事による設置要件の確認）を活用した申請手続きはスムーズに行

われた。 
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〇特定事業に係る地域からの苦情やギャンブル等依存症関係等の弊害の有無 

施設設置に当たり、事前に丁寧な地元調整や警察協議を行ったことから、当該

施設において周辺地域からの苦情、ギャンブル等依存症対策の不備等の弊害は生

じていない。 
〇特定事業が全国展開した際の効果や弊害として想定されるもの 

特定事業を活用しても地域社会との十分な調整は必要であるが、小規模場外施

設については、少ない投資額で設置でき、新規ファンの獲得・主催者の経営改善

に資するものである。 
〇特定事業の活用意向 

当該認定施設については設置の継続を希望。 
〇特定事業を活用するにあたって想定される事務的な問題点等 

特になし。 

（２）その他の地方競馬主催者からの回答

〇場外施設数と場外施設における売得金の推移（H19 年度以降） 
地方競馬主催者全体について、施設数はＲ元年度をピークに、近年は減少傾向。 

（H19：67→R 元：82 →R4：79）
総売り上げに占める場外施設における売得金の割合は大きく減少。 

（H19：53.0％ →R 元：16.5％ →R4：7.6％）

〇特定事業の活用希望の有無 

新規ユーザー獲得等といった小規模場外施設の有用性を評価する主催者（４主

催者）はあったものの、すべての主催者において具体的な本特定事業の活用希望

は無かった。 

その理由として、場外施設での売り上げ減少を背景に、新規の施設設置につい

て採算性が疑問視される（６主催者）との意見が多くあげられた。 

〇特定事業が全国展開した際の効果や弊害 

・農林水産省への申請がなくなることで、教育機関等や周辺地域への目配りが減

少し、環境負荷が増加する可能性がある。（１主催者） 
・人通りの多いところに設置される、警備体制が小規模となるといった、小規模

場外施設の特性上、20 歳未満の者による馬券購入の防止やギャンブル等依存症

対策に支障が生じる可能性がある。（６主催者） 
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といった懸念が示された。 
〇特定事業を活用するにあたって想定される事務的な問題点等 

競馬の知識に乏しい都道府県知事部局への申請が、農林水産省への申請よりも

ハードルが高い（２主催者）との意見があった。

３ 調査結果の分析 

〇本特定事業を全国展開した場合の効果 

本特定事業により設置された施設については、継続していく希望があるものの、

本特定事業を活用している主催者も含め、新たな小規模場外施設の設置要望は無

いことから、現時点では、全国展開による効果は見込まれない。 
〇本特定事業を全国展開した場合の弊害 

現在特定事業を活用している主催者においては特段の弊害は生じていない。 
しかしながら、小規模場外施設の設置においては、繁華街や駅等人通りが多い

ポイントに設置し、効率的に利用者を獲得するというビジネスモデルが想定され、

これは通常の利用者滞留型の場外施設と異なり、目まぐるしく人が出入りすると

いう特性上、本事業が全国展開された場合は、都道府県知事部局において、周辺

地域の文教上及び公衆衛生上への影響に加え、ギャンブル等依存症対策等の堅実

な実施について慎重な審査を行っていただく必要があると考えている。 
アンケートでは、「競馬の知識に乏しい都道府県（特に地方競馬を主催していな

い都府県）においては、都道府県知事部局への申請が、農林水産省への申請より

もハードルが高い」との意見があったが、一方で、競馬法等の関係法令が十分に

理解されない中、場外施設の設置による収益を優先し、慎重な審査が行われない

ケースも懸念されるところである。

また、民法改正による成年年齢の引き下げや（平成 30 年６月法律改正、令和４

年４月施行）、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の策定（平成 31 年４月閣議

決定）等を背景として、国において場外施設等における 20 歳未満の者による馬

券購入の防止も含めギャンブル等依存症対策への監督・指導の強化が求められる

中、本特定事業の全国展開は、これに相反する行為と受け取られる恐れがある。 
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応⽅針

平成１６年
下半期
(H17.1.26)

その他
（平成１７年度
下半期に評価を
⾏う。）

全国展開により発⽣する
弊害の有無について現時
点では判断できない。

規制所管省庁によれば、「本事業に関する適切な評価を
実施するに当たっては、教育・研究の現場の特性を⼗分踏
まえる⼀⽅で、⽣徒・学⽣（在学⽣のみならず、これから
受験するものや卒業⽣などを含む）及びその保護者などの
「学習者及びその関係者」を保護する観点から、①少なく
とも卒業⽣を出すまでの状況に関して、実態把握が⼗分⾏
われること、②現在開設されている学校（略）のみならず、
相応の事例の集積を踏まえた総合評価が⾏われることが最
低限必要である」としつつ、実施事例が４件のみであるこ
と、収益に結び付きにくい分野において低調な⾯が⾒られ
るなど今後更に注視を要すべき点があること、教育研究活
動の実績が極めて少なく、当然卒業⽣が出ていないことか
ら弊害の発⽣の有無を実証するに⾜る⼗分な実施実績が得
られていないとのことである。

本事業の特例の全国展開に当たっては、規制所管省庁に
よれば、今後、株式会社が設置する学校の公共性、継続性、
安定性などに係る評価の⼿法を検討したいとのことである
が、消費者や社会のニーズに応える多様な学校を設置する
観点からは、学校法⼈における継続性・安定性等と⽐較し
つつ速やかな検討が必要である。

このため、規制所管省庁においては株式会社が学校を設
置する場合に想定される弊害の発⽣の有無の判断に資する
明確な評価基準も含め評価の⼿法について、特例措置の実
施状況を踏まえつつ、平成１７年度上半期中にその検討状
況について評価委員会に報告すること。その検討結果を踏
まえて、平成１７年度下半期に評価を⾏う。
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応⽅針

平成１７年
下半期
(H18.1.26)

その他
（平成１８年度
下半期に評価）

全国展開により発⽣する
弊害の有無について現時
点では判断できない。

規制所管省庁によれば、「本事業に関する適切な評価を
実施するに当たっては、教育・研究の現場の特性を⼗分踏
まえる⼀⽅で、⽣徒・学⽣及びその保護者などの「学習者
及びその関係者」を保護する観点から、①少なくとも卒業
⽣を出すまでの状況に関して、実態把握が⼗分⾏われるこ
と、②相応の事例の集積を踏まえた総合評価が⾏われるこ
とが最低限必要であると考える」としつつ、「今後、事例
の蓄積を図りつつ、学校教育の公共性、継続性・安定性が
株式会社⽴学校においても担保されるかどうかをはじめ、
学校経営⾯、経営と教学のバランス⾯、教育研究⾯等の観
点に⽴ち、慎重に検証・評価を⾏う必要がある」とのこと
である。

本事業の特例の評価については、社会のニーズに応える
多様な学校を設置する観点からは速やかな検討が必要であ
ると考えるが、まずは、学校経営⾯、経営と教学のバラン
ス⾯、教育研究⾯等の観点から⽣じている各課題に関し、
それが主として株式会社という設置形態に起因するもので
あるか否か等について、学校種の相違（※⼤学、⾼等学校、
中学校、⼩学校など学校の種類の違い）も含め、論点を整
理した上で必要な検討を⾏うことが重要である。

このため、上記の点を踏まえ、株式会社が学校を設置す
る場合に想定される弊害の発⽣の有無の判断に資する評価
の論点について、特例措置の実施状況を踏まえつつ、規制
所管省庁において検討を⾏い、平成1８年度下半期に評価
を⾏うこと。
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応⽅針

平成１８年
下半期
(H19.1.16)

その他
（平成１９年度
下半期に評価を
⾏う。）

全国展開により発⽣する
弊害の有無について現時
点では判断できない。

規制所管省庁によれば、学校経営⾯、教育研究⾯、認定
地⽅公共団体の責務等、「本特例の実施状況に関しては、
多くの問題点や課題が把握された」とのことである。しか
し、特例措置としての弊害の有無の検証については、①ほ
とんどの学校では未だ卒業⽣を出していないこと、②各学
校の事後評価の状況では、現在の教育研究活動について適
切に分析する材料を⽋いていること、③今後より多様な学
校設置会社が参⼊した場合の動向などを慎重に分析する必
要があること、④各認定地⽅公共団体からの⾒解でも「引
き続き検証が必要」とするものが多数を占めていることな
どにより、「現段階においては、学校種を問わず、必要な
情報が⼗分得られていないと判断する」とのことであった。

本特例措置の評価にあたっては、まずは各課題が主とし
て株式会社という設置形態に起因するものであるか否か等
について、学校種の相違（※⼤学、⾼等学校、中学校、⼩
学校など学校の種類の違い）も含め、論点を整理した上で
必要な検討を⾏うことが重要である。

上記の点を踏まえ、本特例措置については、各事業者や
認定地⽅公共団体において特区計画が適正に実施されてい
く必要がある。また、規制所管省庁においては、事業が適
正に実施されるよう、関係者と連携協⼒しつつ取り組むと
ともに、株式会社により学校が設置される場合に想定され
る弊害の発⽣の有無の判断に資する評価の論点等について、
特例措置の実施状況を踏まえつつ検討を⾏うこと。その上
で、平成１９年度下半期に評価を⾏うこと。

特例措置の評価・調査経緯

 

70 / 115



これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応⽅針

平成１９年
下半期
(H20.2.4)

その他
（平成２０年度
に評価を⾏
う。）

全国展開により発⽣する
弊害の有無について現時
点では判断できない。

規制所管省庁によれば、学校経営⾯、教育研究⾯、認定
地⽅公共団体の責務等、本特例措置の実施状況に関しては、
多くの問題点が認識されており、特例措置として継続する
ことに疑問があるとのことである。⼀⽅、特例措置として
弊害の有無の検証については、①ほとんどの学校で未だ卒
業⽣を出していないこと、②各学校の事後評価の状況では、
現在の教育研究活動について適切に分析する材料を⽋いて
いること、③今後より多様な学校設置会社が参⼊した場合
の動向などを慎重に分析する必要があること、④⼀部の学
校では、多くの地⽅キャンパスについて平成２０年度から
学⽣募集を停⽌し、キャンパスを閉鎖することを決定した
こと、⑤⼀部の学校では、株式会社としての学校運営を断
念し、学校法⼈へ転換したこと、⑥各認定地⽅公共団体か
らの⾒解でも「引き続き検証が必要」とするものが多数を
占めていること、などにより、「弊害の更なる検証に必要
な情報の収集に努めるべき」とのことであった。

本特例措置については、認定地⽅公共団体が、特区計
画の策定・実施に責任を有する⽴場として、事業の実施状
況を的確に把握しつつ、学校設置会社が設置する学校（⾼
等学校以下の学校に限る。）についての評価の実施や、学
校経営に著しい⽀障が⽣じた場合等に在学者の適切な修学
を維持するためのセーフティネットの整備等を通じ、特区
計画の円滑かつ確実な実施を図ることが重要である。
（次⾴へつづく）
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応⽅針

（つづき）
このため、規制所管省庁においては、事業が適正に実施され

るよう、関係者と連携協⼒しつつ取り組むとともに、株式会社
により学校が設置される場合に想定される弊害の発⽣の有無の
判断に必要な情報を引き続き収集し、特例措置の実施状況を踏
まえつつ検討を⾏うこと。その上で、平成２０年度に評価を⾏
うこと。
なお、本特例措置の評価にあたっては、各課題が主として株

式会社という設置形態に起因するものであるか否か等について、
学校種の相違（※⼤学・⼤学院、⾼等学校、中学校、⼩学校な
ど学校の種類の違い）や義務教育段階であるか否かの違い、学
校法⼈制度との⽐較などの論点を整理した上で、学校法⼈制度
の⾒直しや規制緩和の可能性など制度設計の観点も含め、必要
な検討を⾏うことが重要であることに留意する必要がある。

平成２０年度
（H21.1.29）

その他
（平成２１年度に
評価を⾏う。）

全国展開により発⽣す
る弊害の有無について
現時点では判断できな
い。

規制所管省庁によれば、本特例措置の弊害の有無の検証につい
ては、学校経営⾯、教育研究⾯、認定地⽅公共団体の責務等、
多くの問題点が認識されているとのことであり、学校段階別に
は、（１）義務教育段階については、⼩学校・中学校とも各１
校しか事例がないこと、（２）⾼等学校段階については、１９
校の事例があるが、⾚字の事例が多く、教育⾯についても課題
が多く⾒られること、（３）⼤学については、６校中５校が⾚
字であって、学⽣募集を停⽌した事例や、すべての地⽅キャン
パスの閉鎖を決定した事例があること、設置形態を学校法⼈へ
転換した事例等もあることなどにより、いずれの学校種につい
ても検討材料を⽋き、かつ現在複数校が学校法⼈化を希望して
いる状況にあることから、「弊害の更なる検証に必要な情報の
収集に努めるべき」とのことであった。
（次⾴へつづく）
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断

理由
今後の対応⽅針

（つづき）
本特例措置については、認定地⽅公共団体が、特区計画の策定・実施に責任
を有する⽴場として、事業の実施状況を⼀層的確に把握しつつ、学校設置会
社が設置する学校（⾼等学校以下の場合に限る。）についての評価の実施や、
学校経営に著しい⽀障が⽣じた場合等に在学者の適切な修学を維持するため
のセーフティネットの整備等を通じ、特区計画の円滑かつ確実な実施を図っ
ていくことが重要である。
このため、規制所管省庁においては、事業が適正に実施されるよう、関係

者と連携協⼒して取り組むとともに、株式会社により学校が設置される場合
に想定される弊害の発⽣の有無の判断に必要な情報を引き続き収集し、学校
段階別に特例措置の実施状況を踏まえつつ必要な検討を⾏うこと。その上で、
平成２１年度に評価を⾏うこと。
その際、各課題が主として株式会社という設置形態に起因するものである

か否か等について、学校種の相違（※⼤学・⼤学院、⾼等学校、中学校、⼩
学校など学校の種類の違い）に留意し検討を⾏っていくことが重要である。
なお、専⾨部会においては、以下のような議論があった。

・学校法⼈への円滑な移⾏を促進するための経過措置の検討ができないか。
・⾼等学校以下の学校法⼈については都道府県知事の所管であるが、特区に
よる学校を、設置者の希望がある場合、学校法⼈へ移⾏することを促すこと
について、知事に対して国としての助⾔などをすることが必要ではないか。
・義務教育段階である⼩学校・中学校については、教育機会確保の観点から、
学校法⼈化に関わる規制緩和についての検討がなされることが望ましい。
・義務教育段階である⼩学校・中学校については、少⼦化に伴って地域拠点
である学校が廃校になり空⽩地帯が⽣まれることで地域社会に悪影響がある
などの状況をかんがみ、特区を含めた⼿段を活⽤して地⽅⾃治体が学校を維
持する多様な設置形態が、今後も存在し得る意義は⼤きい。
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断

理由
今後の対応⽅針

平成２１年度
（H22.2.4）

その他
（平成２３
年度以降に
評価を⾏
う。）

全国展開により
発⽣する弊害の
有無について、
現時点では判断
できない。

規制所管省庁によれば、本特例措置の実施状況については、学校経営⾯、
教育研究⾯、認定地⽅公共団体の責務等で、多くの問題点が認識されている。
しかし、学校段階別には、（１）義務教育段階については、⼩学校・中学校
とも各１校しか事例がないこと、（２）⾼等学校段階については、２３校の
事例があるが、⾚字が約４割を占め、教育⾯についても課題が多く⾒られる
こと、（３）⼤学については、６校中５校が⾚字であって、学校事業からの
撤退や、１４キャンパスの学部すべての閉鎖を、それぞれ決定した事例、設
置形態を学校法⼈へ転換した事例もあることなどから、弊害の有無の検証に
ついては、いずれの学校種についても検討材料を⽋き、また、約３分の１の
学校が学校法⼈化を視野に⼊れているなどといった状況にあるため、「弊害
の更なる検証に必要な情報の収集に努めるべき」とのことであった。本特例
措置については、第⼀義的には認定地⽅公共団体が、特区計画の策定・実施
に責任を有する⽴場として、事業の実施状況を的確に把握しつつ、学校設置
会社が設置する学校（⾼等学校以下の場合に限る。）についての評価の実
施・公表や、在学者の適切な修学を維持するためのセーフティネットの整備
等を通じ、教育上の⽀障等が⽣じないよう、特区計画の円滑かつ確実な実施
を図っていくことが重要である。

しかしながら、認定地⽅公共団体は実態上基本的に市区町村であり、公⽴
⼩・中学校の設置運営以外の実務的なノウハウを⼗分有していないことにも
留意し、規制所管省庁においては、事業の適正な実施に資するよう、他の株
式会社⽴学校における取組はもとより、私⽴学校や⾼等学校・⼤学関係の制
度や取組に係る情報提供などの取組を⾏うことが重要である。
（次⾴へつづく）

特例措置の評価・調査経緯

 

74 / 115



これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断

理由
今後の対応⽅針

（つづき）
また、規制所管省庁においては、認識されている諸課題が同様の学校種等で
も⽣じているのか（例えば、通信制⾼校⼀般、私⽴⼤学⼀般との⽐較）、株
式会社という設置形態に起因するところが⼤きいと考えられるのか等につい
て、学校種の違い（⼩・中学校（義務教育）、⾼等学校、⼤学・⼤学院など
の別）に留意しながら、諸課題を効果的に防ぐ⽅法の有無と併せ、更に分析
することが重要である。
なお、規制所管省庁においては、これまでに上記に係る知⾒やデータを多

く蓄積しているため、今後これらを更に積極的に活⽤することが重要である。
今後は、適⽤事例の動向や上記諸課題等の検討状況などを踏まえながら、

平成２３年度以降において評価を⾏う。
なお、専⾨部会においては、以下のような議論があった。
・株式会社⽴学校の設置者に希望がある場合の、学校法⼈への円滑な移⾏を
促進するための経過措置を検討すべきである。また、これまでの特区評価・
調査の結果を踏まえて、学校種に応じて、社会ニーズに対応する多様な教育
機会を増やすことを促進するために、特区以外の法制度の改変等の検討を進
めることが望ましいと考える。
・⾼等学校段階については、実態上、不登校⽣徒等の再チャレンジの場とし
て機能し、地域にも徐々に定着しつつあるケースが存在することは積極的に
評価すべきである。ただし、そのときに基本的に広域通信制で、⼤学と同様
に、既に過当競争になりつつあるとの認定地⽅公共団体等の意⾒もあること
に配慮すべきである。
・認定地⽅公共団体の中には、特に、広域通信制である⾼等学校や⼤学につ
いて、学校に係る情報を⼗分に把握していない、適切な評価を⾏っていない
等、その役割を果たし得ていないケースが⾒受けられるところであり、そう
した地⽅公共団体については、今後、⼀層の⾃覚をもって必要な対応をして
いくべきである。
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応⽅針

平成２４年度
（H24.6.29） 是正

（規制の特例措
置の⼿続を⾒直
すことで弊害の
予防等の措置が
確保され、是正
された予防等の
措置について特
区における検証
を要するもの）

規制所管省庁による調査では、以下に掲げるような問
題点が認識された。
①学校経営⾯
・ 通信制⾼校において特区外の⺠間教育施設で添削
指導等を実施する事例 等
②教育活動⾯
・ 通信制⾼校においてメディアを利⽤した場合の視
聴確認や成果確認を⾏っていない事例
・ ⼤学において、専任教員や実務家教員の取扱いや、
教育課程等に関し疑義が呈される事例 等
③認定地⽅公共団体（以下、「認定団体」という。）
における関係事務の実施状況
・ ⾼等学校以下の株⽴学校への評価に関し、評価⽅
法及び公表⽅法が不適切な事例
・ 学校運営を⾏う学校設置会社への指導等を適切に
⾏っていない事例 等
⼀⽅、評価・調査委員会による調査では、本特例措

置の実施により、英語教育、情報通信技術の活⽤、不
登校⽣徒の受⼊れなどの地域の特⾊ある教育機会を提
供する場として教育の多様化が図られた例や、⽣徒の
地域⾏事への参加や世代間交流による地域活性化など
の効⽤が⾒られた。さらに、市町村において税収増、
スクーリングで訪れる関係者による宿泊需要等の増加、
地元⼈材の雇⽤創出等が図られたことも確認された。
このように、本特例措置の効果が認められる⼀⽅で

問題点も指摘されている以上、全国展開は適切ではな
いとの意⾒で⼀致した。このため、以下のとおり本特
例措置の運⽤を⾒直す。

１ 具体的には、本特例措置の
運⽤を以下のとおり⾒直す。
⽣徒等の習熟度合いの多様性に
も⼗分配慮しながら、教育の質
の保証を確保しつつ、特区制度
の趣旨に沿った運⽤が必要であ
る。その際、現に学んでいる児
童・⽣徒・学⽣や保護者の利益
及び安定的な株⽴学校の運営の
継続に⼗分配慮するとともに、
各株⽴学校が掲げる教育の⽬
的・内容にも⼗分留意しつつ、
画⼀的に新たな基準を課すなど
過度の規制強化につながらない
ようにしなければならない。
（次⾴へつづく）
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の内

容
評価の判断

理由
今後の対応⽅針

（つづき）
（１）内閣府は、内閣府通知「株式会社⽴通信制⾼校に係る特定事業に関する
取扱いについて（通知）」（平成18年８⽉１⽇）を踏まえ、⾯接指導等（⾯
接指導、添削指導、試験）が特区区域内で⾏われるよう、あらためて認定団体
に対して周知・指導する。
（２）規制所管省庁は、適切な教育活動が実現するよう、認定団体に対して周
知・指導する。
（３）内閣府及び規制所管省庁は、学校に対する助⾔指導体制の確保を認定団
体に対して要請する。
また、規制所管省庁は、ノウハウの乏しい認定団体に対して、必要な助⾔を⾏
う。
２ 併せて、新たな特区計画の申請があった場合は、その認定は、
（１）⾯接指導等（⾯接指導、添削指導、試験）の特区区域内での実施
（２）認定団体における指導体制の構築
（３）認定団体における評価実施とその結果の公表の徹底
について、認定申請団体に確認した上で⾏う。
また、規制所管省庁は、認定の同意に当たって、関係法令・通知等を踏まえ

た適切な教育活動の実施について助⾔する。
３ 既設の株⽴学校の学校法⼈化が議論となった。規制所管省庁が⾏った意向
調査によれば、特に⾼校の多くが学校法⼈化を希望⼜は学校法⼈化に魅⼒を感
じると回答している（⼩学・⾼校21校中18校、⼤学5校中1校）。
これを踏まえ、規制所管省庁は、学校法⼈化を希望する学校に対し、新たな

学校の「設置」ではなく「設置者変更」として認可を⾏うなどのこれまでの制
度の弾⼒化等について情報提供を⾏う。また、相談窓⼝を設けて個別にきめ細
かく対応するなど学校から寄せられた懸念の解消に努め、学校法⼈化
を⽀援する。特に、認可権者が都道府県の場合、当該都道府県の理解が得られ
るよう、学校や⽣徒・保護者等の⽴場に⽴って必要な⽀援を⾏う。
４ なお、評価・調査委員会は、適当と認める時期に、上記運⽤の改善状況及
び学校法⼈化の進捗状況について規制所管省庁に報告を求めることとする。
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

令和４年度
（R5.5.31）

その他
（令和５年
度に評価を
⾏う。）

評価・調査委員会の調査では、
・学校種を問わず、総じて「効果が発現している」との回答で
あった。
・具体的には、意思決定の速さなどの株式会社⽴のメリットを活
かし、効率的な学校運営に努めつつ、英語教育、不登校、IT・デ
ジタル、学び直しなど、現⾏制度ではカバーし切れない特⾊ある
教育機会を提供する場として機能している点や、公⽴学校との交
流授業や学校施設の開放、ボランティア・体験学習・地域イベン
ト参加を通じた地元住⺠との積極的交流、地域における⽣涯学習
への寄与などによる地域活性化の効果がみられた。
・⼊学の動機は学校の雰囲気やカリキュラム、先⽣の熱意などで
株式会社⽴を理由とした回答はなく、また⼊学後の満⾜度も総じ
て⾼かった。
・⼩学校、⼤学については、⼤きな弊害は認められなかった。
・⾼等学校については、上記の通り地域活性化への効果が認めら
れたものの、⼀部の認定地⽅公共団体において、専⾨知識を有す
る⼈材不⾜により適切な指導管理体制が確保されておらず、また、
毎年度実施している学校評価を認識不⾜により公表していないと
の回答があった。
・教育上の効果として、不登校や中途退学など特別な配慮を必要
とする⽣徒への教育機会・再チャレンジの機会の確保や、豊かな
⾃然環境など地域の特⾊を活かした教育の提供など、経済的社会
的効果として、特区区域内における転⼊者や交流⼈⼝の増加、ス
クーリング等による宿泊需要や飲⾷等関連消費需要の増加、新た
な設備投資需要や雇⽤創出、税収増、地域住⺠との交流等による
地域活性化、リスキリング機会提供によるキャリアアップや復
職・転職等への寄与等による⼈材育成への貢献などの回答が寄せ
られた。（次項へつづく）

特区を含めた様々な⼿段
を活⽤して多様な教育への
ニーズに応える必要性や学
校の継続性・安定性等に対
する信頼に応える必要性等
がある中で、本特例措置に
ついては、認定地⽅公共団
体における指導監督体制の
整備及び毎年度の評価等を
踏まえた教育環境の改善な
どに関する課題が⽣じてい
ることを踏まえ、各事業者
や認定地⽅公共団体におい
て、適正・適切に実施され
ていく必要がある。このた
め、関係府省庁は、効果や
弊害が主として本特例措置
に起因するものであるかに
ついても検証しながら、現
在指摘されている課題を踏
まえ、事業の適正実施、多
様な教育の実現等のために
必要な是正措置等の検討・
対応を⾏い、評価委員会へ
報告を⾏う。本特例措置の
評価は、上記報告等を踏ま
え、令和５年度に⾏う。
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

・効率的な運営のため、デジタル技術の活⽤や資材調達等の⼀元
化などの⼯夫を⾏っており、その結果、教育の充実による⽣徒の
学⼒や進学実績等の向上につながっているなどの回答が寄せられ
た。
・株式会社⽴のメリットとして、意思決定の速さ、資⾦確保の容
易さ、独創的かつ先進的な教育の提供、現⾏の教育制度ではカ
バーしきれない多様な教育ニーズへの柔軟な対応、より実務指向
の教育が⾏いやすいなど、デメリットとしては公的助成や税制⾯
の優遇がないなどの回答があった。
・⼊学のきっかけは、株式会社⽴かどうかではなく、特⾊ある教
育、先⽣の熱意や学校の雰囲気、オンラインによる学びやすさ、
学⽣⽣活の⾃由度の⾼さ、実績などで選んだという回答が多く、
⼊学後も⼈間関係⾯での成⻑を実感した、希望の⼤学に合格でき
た等、満⾜度も総じて⾼い。
・すべての株⽴⼩学校が学校法⼈化を指向しているが、資産要件
や所轄庁（都道府県）が新規設置を認めていない等の課題がある
との回答があった。
・⼤学について、⼀部の認定地⽅公共団体より、変更が⽣じる場
合の変更申請の要否や、内閣府及び⽂科省⼿続きのスケジュール
等の明確化を要望する回答があった。 （次項へつづく）
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

関係府省庁の調査では、
・教育の安定性や継続性、⽔準の確保に関して弊害が⽣じている
という結果であった。
・具体的には、学校経営⾯（収⽀状況、定員充⾜率、廃校等の状
況）、教育研究⾯（法令違反や不適切な教育活動、教育研究経費
の割合）、認定地⽅公共団体における管理体制（評価結果の未公
表、適切な指導監督体制の未確保）のいずれにおいても、前回調
査時と同様に課題が⾒られた。
・学校経営⾯については、①⾼等学校以下について、直近５年間
で学校部⾨の収⽀状況が⾚字の学校は約25％であり、過半数の学
校が定員充⾜率が60％未満となっている。また、本制度開始から
約20 年の間に⾼等学校は28 校中３校が廃校（11％）し、９校が学
校法⼈⽴化（32％）しており、安定性・継続性に⼤きな懸念があ
ると⾔わざるを得ない上に、今後の少⼦化の影響（15 年後の15 歳
⼈⼝は令和４年度⽐で25％減）を踏まえれば、これが⼀層深刻な
ものとなることが懸念される。②⼤学について、特区開始から設
⽴後わずかな期間に７校中５校（71％）が学校の廃⽌や学部の廃
⽌、学校法⼈⽴化に⾄っており、新設校もない状況が続いている。
また、定員が未充⾜の学部・研究科は今も存在している。
（次項へつづく）
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

・教育研究⾯については、①⾼等学校について、平成24 年の是正
対象となった特区区域外での教育活動に該当する例をはじめとし
て、添削課題を択⼀式や短答式のみとしている例や添削指導で解
説を付さない例、当該教科の教員免許状を有していない教員が⾯
接指導を⾏っている例、学習指導要領で定める⾯接指導の時間数
を満たしていない例、多様なメディアを利⽤した学習による⾯接
指導等時間数の減免について、実時間減免等の不適切な運⽤を
⾏っている例、試験問題が全て選択式であったり、添削課題の抜
粋であったりする例、学習が終わっていない中に試験を実施する
例、図書室など校舎に備えるべき施設が設けられていない例など
の法令違反や不適切な教育活動等の事例が多く⾒られた。②⼤学
について、教育研究経費の収⼊に占める割合は最⼤でも２割程度
であり低い状況（⼤学全体の平均は40.4％）。また、認証評価に
おいて１校は不適合との評価を受けている上、他の１校について
も１専攻は不適合とされその後廃⽌、もう１専攻も不適合の後、
複数回を経て適合との評価を受けている。教員の雇⽤形態につい
ても２校が不適切な状態にある。このように、学校法⼈と⽐べ教
育研究への投資が⼗分でない上、不適切な教育研究活動の実態が
⾒られた。 （次項へつづく）

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

・認定地⽅公共団体における管理体制については、⼩学校及び⾼
等学校を設置認可する19 認定地⽅公共団体のうち、５⾃治体
（26％）において特区法で義務づけられている株⽴学校の評価結
果の公表を⾏っておらず、学校評価において株式会社の経営状況
の確認を⾏っていない例も⾒られた。また、平成24 年の是正措置
や平成29 年の不適切な学校運営事案に伴う「構造改⾰特別区域基
本⽅針」の改正により、学校設置事業に対して適切な指導監督を
⾏う体制の確保が求められてきたにもかかわらず、14 ⾃治体
（74％）では担当者に教育事務経験者が含まれておらず、適切な
指導監督が困難となっている実態が⾒られた。
・本特例措置の全国化に係る意⾒については、認定地⽅公共団体
においては、半数以上の⾃治体が「現時点ではわからない」と回
答し、「引き続き検証が必要」とする意⾒のほか、学校の安定
性・継続性の確保の観点から「全国化すべきでない」とする意⾒
が複数あった。また、認定地⽅公共団体が所在する都道府県にお
いては、約４割が「全国化すべきでないと思うが、引き続き検証
が必要」とし、残りの約６割が「現時点ではわからない」と回答。
（次項へつづく）

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

・各学校種については、
①⼩学校について、これまで設置されたのは３校のみであり、う
ち１校は令和３年４⽉に開設されたばかりであることを踏まえ、
引き続き検証が必要。
②⾼等学校について、平成24 年の是正対象となった特区区域外で
の教育活動を含め違法・不適切な事例が引き続き多数⾒られるこ
と、平成24 年の是正措置や平成29 年の不適切な学校運営事案に伴
う「構造改⾰特別区域基本⽅針」の改正により、株⽴学校に対し
て適切な指導監督を⾏うことができる認定地⽅公共団体の体制の
確保が求められているにもかかわらず、引き続き体制が不⼗分な
⾃治体が多くあることが判明した。さらに、廃校や学校法⼈⽴化
する割合も⾼く、継続性・安定性の観点で懸念があり、少⼦化の
影響によりこれが⼀層深刻なものとなる恐れがある。このような
現状等を鑑みれば、本特例措置における通信制⾼等学校について
は更なる是正により運⽤の適正化を図る等の⾒直しを⾏う必要が
あると考える。
③⼤学について、特区開始から設⽴後わずかな期間に７校中５校
が学校の廃⽌や学部の廃⽌、学校法⼈⽴化に⾄っており、現在は
４校のみで新設校もない状況が続いている。教育研究経費⽐率は
最⼤でも２割程度であり⼤学全体の平均よりかなり低く、また、
⼀部の⼤学は認証評価において不適合との評価を受けているなど、
学校法⼈と⽐べ教育研究への投資が⼗分でない上、不適切な教育
研究活動の実態が⾒られる。法⼈全体の経営効率化等のため、当
該事業が簡単に廃⽌され得ることが明らかになっているなど、教
育の安定性・継続性、質の⾼い教育機会の確保等の観点から懸念
がある。（次項へつづく）

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

教育部会においては、
・弊害が、主として株式会社という設置形態に起因するものであ
るか否か考慮する必要がある。
・調査・評価委員会の調査によると、特区制度の効果（特区制度
を活⽤して、例えば、教育の国際性、多様性、先進性を補う。）
が出ているとのことであり、この点は評価する必要がある。
・特区制度の効果がないとはいわないが、株式会社⽴の学校が、
特に特徴がある、⼜は、進んでいるという認識はなく、学校法⼈
⽴でも、特徴がある、⼜は、進んでいる教育が⾏われている学校
は沢⼭ある。
・通信制⾼校に関しては、データをみる限り、特区制度ができた
平成１５年度以降、数が倍増しているが、株式会社より、学校法
⼈による設⽴の割合が多くなっており、学校法⼈による設⽴につ
いて参⼊障壁があるようには思えない。
・株式会社⽴の学校は、１割を超える学校が廃校になっており、
⼀般的に⾒て明らかに⾼く、継続性・安定性に⼤きな懸念がある。
・株式会社⽴の学校の場合、認可が要らない分、いろいろなチャ
レンジができる⼀⽅で助成⾦もないということだと思う。
・世界的に、いわゆるプロフィットの⼤学等教育機関の持ってい
る安定性・継続性の問題を考えると、今後どのくらいニーズが伸
びるのかどうかという問題は重要である。
・⼤学に関しては、新設校はない状況が続いている。通信制⾼校
に関しては、定員充⾜率が⾮常に低い学校が株式会社⽴について
多い。当該⾃治体が、地域活性化に特例事業を活⽤したいという
ローカルなニーズはあるのかも知れないが、少⼦化の中で共倒れ
の可能性が⾼まるのではないかと懸念している。
（次項へつづく）

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

・⾼校に関しては、少⼦化ではあるが、⽇本では⾼校進学率が⾮
常に⾼いため、従来の⾼校にはないニーズを拾っていく主体とし
て株式会社⽴の学校は重要かと思っている。
・通信制⾼校は、学校法⼈⽴及び株式会社⽴について、個々の学
校ごとに、在籍率の差が⼤きい。また、通信制教育は、教育の質
を落とすことでコストカットしやすい仕組みになっている。
・過去に株式会社⽴の学校で、杜撰な経営が⾏われたことは問題
であり、全国展開は時期尚早であると思うし、しっかり改善して
いく必要がある。
・全国展開は適切な状況ではないとの⾒解は理解する部分がある。
その上で、公的助成・税制優遇がない中で、株式会社⽴学校は、
安定性・継続性がないから、不適切だという結論は納得できる状
況にはなく、学校法⼈⽴と前提条件を⼀定にして⽐較する必要が
ある。・設置者が、株式会社であろうと学校法⼈であろうと、学
校としての法的位置づけに差がなく、⼦供たちの学び、ニーズに
応じた教育を保障していくことが⼤事。設置者が学校誘致の意向
を強く有する市町村であることは、安易な認可と指導監督の不⾜
を招く。
・特区制度について、認定市町村の役割が重要だが、何かあった
ときに、改善するというシステムが働いているか⾮常に⼼配であ
る。学校法⼈については、都道府県に担当部署がある。
・⼩学校については、報告書で明確に特出しした課題があるとい
うことは⽰していないものの、実際、特⾊がある教育が⾏われて
いるのは事実であると認識している。他⽅で、臨時免許状で勤務
をしている者が明らかに多い状況。教員の給与についても、⼀般
⽔準より⼤変低い。⼩学校については、義務教育であるため、こ
れを全国化していくことは、⾮常に社会的影響が⼤きい。
（次項へつづく）

特例措置の評価・調査経緯
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これまでの評価・調査経緯
評価時期 評価の

内容
評価の判断理由 今後の対応⽅針

・⼤学については、実務家教員による効果的な教育、産業界の
ニーズを踏まえた教育が⾏われていることは、調査において現れ
ていると認識している。⼀⽅で、教育研究への注⼒の度合い、最
近新設の学校がない等の点を踏まえると、全国展開に⾄るような
状況ではない。
・本特例制度について、意味がない、廃⽌すべきとまでは思って
いないが、今回の調査において、課題は引き続き存在していると
指摘した。個別具体的な学びとか不登校対策でいろいろなタイプ
の居場所が必要であるという点は、⽂部科学省も進めているとこ
ろであり、それは普通の学校、不登校特例校、教育委員会が整備
する適応指導教室、あるいはNPO と協⼒しながら⼦供たちに居場
所を提供する場合等、いろいろなタイプの居場所をつくっている。
・学校と名乗る以上は、継続性・安定性に関する学校というもの
に対する信頼に応えるべき。継続して⼀定の質以上の活動を⾏う
ことが⼤切であり、パイロットだから多少不備があってもという
考え⽅は持っていない。そのチェック機能を認定市町村が果たせ
ているのかということは疑問。
特に、義務教育については、憲法上の教育を受ける権利を保障す
るために義務教育制度を整備しているので、学校と名のつくとこ
ろに⾏ったのに思わぬことが起きたということがあってはならず、
かなり慎重に考えるべきだと思っている。全国化というのはそう
簡単に議論できることではないと思っている。
などの意⾒があった。
以上より、教育部会においては、本特例措置について、指摘され
ている課題を受け⽌め、整理し、対応措置を検討しつつ、令和５
年度に評価を⾏うことが適当と判断する。

特例措置の評価・調査経緯
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【別紙】

特例措置番号 特定事業名 関係府省庁 措置区分 評価意見等

413
救急隊の編成基準の特
例適用の拡大による救
急隊編成弾力化事業

総務省 省令

その他（今後５年毎に状況の把握を行
い、活用事例が大幅に増加傾向に転じる
等の変化が確認された段階で、改めて評
価を行う。）

709
(710,711)

特産酒類の製造事業
財務省 法律

特区において当分の間存続（令和１０年
度に改めて評価を行う。）

712
清酒の製造場における
製造体験事業

財務省 法律
特区において当分の間存続（令和１０年
度に改めて評価を行う。）

816
学校設置会社による学
校設置事業

文部科学省 法律

是正（規制の特例措置の要件又は手続を
見直すことで弊害の予防等の措置が確保
され、是正又は追加された予防等の措置
について特区における検証を要するも
の）

1010
地方競馬における小規
模場外設備設置事業

農林水産省 告示

その他（今後５年毎に状況の把握を行
い、売り上げが大幅に増加傾向に転じる
等の変化が確認された段階で、改めて評
価を行う。）

令和５年度評価意見等
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に過少申告、１者に記帳義務誤りの問題があり、計３者に問題が認められ

た。（複数の項目に該当する者がいるため、内訳の者数の合計と一致しな

い。） 

・今回の調査においては、無免許製造の事例は確認されなかった。 

・関係府省庁では、問題のあった事業者を始め、今後も随時、申告、記帳等の

指導を行っていく。また、パンフレット・手引き等を活用し周知啓発を行っ

ていく。 

・関係府省庁としては、問題発生状況や現行の税務執行体制に鑑みれば、全国

展開により特例適用者が増加した場合には、更なる法令違反の増加や税務

執行コストの増大が想定されると考えているとのことであった。 

評価・調査委員会の審議においては、次のような意見が出された。 

・ 

・ 

⑦ 今後の対応方針 
本特例措置について、関係府省庁は、現在認定されている特区及び今後認定

される特区について状況の把握を行い、令和１０年度に改めて評価を行う。 

⑧ 全国展開の実施内容 ― 

⑨ 全国展開の実施時期 ― 
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売上・販路拡大 
有・

無 

商品のブランド化（学校蔵）だけでなく、

体験された方が購入し、周りに購入を勧め

る形で販路拡大に繋がっている。 

設

楽

町 

観光入込客数 
有・

無 

本町にとって新たな体験型の観光資源であ

り、そこから波及する田植え、稲刈りなど

の交流人口の増加がある。田植え、稲刈り

共、限定 50人。 

雇用の創出 
有・

無 
新たに雇用の創出はない。 

平均宿泊数 
有・

無 

宿泊施設が本事業の付近にないため、宿泊

が増えることはない。 

売上・販路拡大 
有・

無 

当該施設の利用者が近隣施設を利用するな

ど誘客に繋がる。 

大

和 

郡

山

市 

観光入込客数 
有・

無 

体験は予約制のため、参加者＝体験目当て

の新規観光客と見込める。また参加者は体

験中の空き時間で周囲を散策できる。 

雇用の創出 
有・

無 

酒蔵の既存社員にて対応しているため増加

はない。 

平均宿泊数 
有・

無 

酒造体験は１日で完了するため、宿泊を伴

わない。 

売上・販路拡大 
有・

無 

酒蔵はもとより、近隣の飲食店についても

体験参加者が周遊することで新規客を獲得

できている。 

宇

佐

市 

観光入込客数 不明 

本施設が開業したのは令和４年５月であ

り、令和２年からのコロナ禍の影響もあ

り、効果測定困難。 

雇用の創出 
有・

無 
本施設による新規雇用 ５名（パート）。 

平均宿泊数 不明 観光入込客数と同様に測定困難。 

売上・販路拡大 不明 〃 

 

・事業を実施しているすべての自治体から、本特定事業を実施するにあたっ

て弊害はない 

・全国展開された場合、特区としての独自性がなくなり、発現した効果が薄

れる 

などの回答があった。 

 

関係府省庁の調査によると、 

・酒税の納税申告事績は４者で、１者に記帳義務誤り、１者に申告・届出義

務誤りの問題があり、計２者に問題が認められた。 

・今回の調査においては、無免許製造の事例は確認されなかった。 

・関係府省庁では、問題のあった事業者を始め、今後も随時、申告、記帳等

の指導を行っていく。また、パンフレット・手引き等を活用し周知啓発を

行っていく。 
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・関係府省庁としては、問題発生状況や現行の税務執行体制に鑑みれば、全

国展開により特例適用者が増加した場合には、更なる法令違反の増加や税

務執行コストの増大が想定されると考えているとのことであった。 

評価・調査委員会の審議においては、次のような意見・提言が出された。 

・ 

・ 

⑦ 今後の対応方針 
本特例措置について、関係府省庁は、現在認定されている特区及び今後認定

される特区について状況の把握を行い、令和１０年度に改めて評価を行う。 

⑧ 全国展開の実施内容 － 

⑨ 全国展開の実施時期 － 
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評価意見（案） 

① 別表１の番号 １０１０ 

② 特定事業の名称 地方競馬における小規模場外設備設置事業 

③ 措置区分 告示 

④ 
特区における規制の

特例措置の内容 

窓口が５以下の小規模場外馬券場の設置に関する審査について、一定の要件

が満たされると都道府県知事が書面により確認した場合には、農林水産大臣

は設置承認基準を満たしたものとみなす。 

⑤ 評価 
その他（今後５年毎に状況の把握を行い、売り上げが大幅に増加傾向に転じ

る等の変化が確認された段階で、改めて評価を行う。） 

⑥ 
⑤の評価の判断の理

由等 

評価・調査委員会による調査では、 

・特区制度を活用した小規模場外馬券場の売り上げは、コロナ禍に急激に減

少していたものが回復傾向にはある。 

 H21 R 元年 R2 年 R3 年 R4 年 

売 り 上 げ 額

（百万円） 
560 201 96 115 158 

総売り上げに

占 め る 割 合

（％） 

2.8 0.48 0.16 0.18 0.2 

 

・本施設設置以降、地域社会や来場者との間でトラブルや苦情もなく、地域

行事にも参画することで地域社会に溶け込んでおり、地域住民から好意的

な声が上がっている。 

・一方で、インターネット投票が主流の中、新たに場外施設を設置すること

は投資効果等を慎重に見極める必要があるとの認識から、現時点で本特例

事業を活用する予定はない 

などの回答があった。 

関係府省庁の調査によると、 

・本特定事業が全国展開した場合の活用希望については、小規模場外施設の

新規ユーザー獲得等の効果を評価している主催者（４主催者）はあるもの

の、全ての主催者において具体的な本特例事業の活用希望は無かった。 

その理由としては、場外施設での売り上げ減少を背景に、新規の施設設

置について採算性が疑問視される（６主催者）、競馬の知識に乏しい都道府

県知事部局への申請が、農林水産省への申請よりもハードルが高い（２主

催者）というものであった。 

・特定事業が全国展開した場合の弊害については、現在、本特定事業を活用

している主催者においては特段の弊害は生じていないものの、一部の地方

競馬主催者からは周辺地域への環境負荷の増加や、20 歳未満の者による馬

券購入の防止、ギャンブル等依存症対策への支障が生じるとの懸念が示さ

れている。 

関係府省庁としては、現在、本特定事業を活用している主催者においては

特段の弊害は生じていないものの、全国展開により、周辺地域への環境負荷

の増加や、未成年による馬券購入の防止、ギャンブル等依存症対策への支障

が生じる懸念がある。また、国において場外施設等における 20 歳未満の者

による馬券購入の防止も含めギャンブル等依存症対策への監督・指導の強化

が求められる中、本特定事業の全国展開は、これに相反する行為と受け取ら

れる恐れがあると考えている。 

評価・調査委員会の審議においては、次のような意見が出された。 

・ 

・ 

・ 
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⑦ 今後の対応方針 

本特例措置について、関係府省庁は、今後５年毎に状況の把握を行い、売り

上げが大幅に増加傾向に転じる等の変化が確認された段階で、改めて評価を

行う。 

⑧ 全国展開の実施内容  

⑨ 全国展開の実施時期  
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評価意見（案） 

① 別表１の番号 ８１６ 

② 特定事業の名称 学校設置会社における学校設置事業 

③ 措置区分 法律 

④ 
特区における規制の

特例措置の内容 
株式会社が学校を設置することを可能とする。 

⑤ 評価 

是正（規制の特例措置の要件又は手続を見直すことで弊害の予防等の措置が

確保され、是正又は追加された予防等の措置について特区における検証を要

するもの） 

⑥ 
⑤の評価の判断の理

由等 

〇前年度に行った調査等に基づき、以下の事項等を実施した。 

（１）特区申請マニュアルの更新（令和５年８月） 

地方公共団体が特区申請を行う際のマニュアルについて、評価を通じて見ら

れた課題等を踏まえて主に以下の旨を追記。 

①資産要件の基準について 

 学校設置会社の資産要件について、都道府県が定める私立学校審査基準に

加え、新たに、文部科学大臣所轄学校法人に対する審査基準も参考にするこ

ととし、これらの基準と異なる基準を定める場合には合理的な説明が求めら

れる旨を明記。 

②地方公共団体の指導監督体制の充実のための職員配置について 

 特に通信制高校を設置する場合、認定地方公共団体に高校での管理職経験

者や指導主事等の高校に関する教育行政経験者を配置し、恒常的な指導監督

を行える環境を整備することとする。 

③セーフティネットについて 

学校経営に著しい支障が生じた際等に想定される学校設置会社の対応及

び認定地方公共団体における計画を具体的に記載する。 

 

（２）認定地方公共団体に対する通知の発出、説明会の実施（令和５年９月） 

・認定を受けた各地方公共団体に対し、「構造改革特別区域法第 12 条第 1 項

に基づく学校設置会社による学校設置事業における法令違反・不適切事例

の改善に向けて（通知）」（令和５年９月 11 日付け府地事第 644 号・５初

初企第 26 号）を発出。 

・令和５年９月 20 日、認定を受けた各地方公共団体に対し、上記通知の概要

等について、説明会を実施。 

必要な改善や法令遵守状況の提出を求めた。 

 

○令和５年９月以降に関係府省庁同席にて実施した点検調査にて発覚した

法令違反・不適切事例 

 

・構造改革特区計画の変更申請や自治体への認可の申請手続等がなされてい

ないにもかかわらず、あたかも認可済であるかのような新たな学習等支援

施設のホームページが開設されていた。 

・適切な免許を持たない教員が面接指導を実施していた。 

・特区外で面接指導が実施されていた。 

・学習等支援施設のホームページや生徒募集のためのパンフレット、看板等

の表記において、学習等支援施設が実施校（本校）であるかのような表現に

なっており、通信教育の費用と、それ以外の課程外の活動等に係る費用の区

別等についても適切になされていない。 

 

〇上記（２）に基づく各認定地方公共団体からの報告において見られた主な

法令違反・不適切事例は以下のとおり。 

（高等学校：17 件が報告対象） 

・特区外で試験を実施している ３件 
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・相当する教科の教育職員免許状を保持していない者が面接指導を実施して

いた ２件  

・学校医、学校歯科医、学校薬剤師が置かれていない ４件 

・添削指導が正誤の記載のみ等となっており、解説や自学自習のためのアド

バイスの記載がない ５件  

・学校で違法・不適切事例があるにもかかわらず、構造改革特別区域法第 12

条第 5 項による学校評価においてそれらが指摘できていない ５件 等 

 

（大学：５件が報告対象） 

・業務委託関係にある教員が授業を担当している ４件 等 

 

〇 本特例措置については、令和４年度に実施した評価・調査委員会の調査

において、英語教育、不登校、IT・デジタル、学び直しなど特色ある教育機

会を提供する場として機能している点や、公立学校との交流授業、地元住民

との積極的交流、地域における生涯学習への寄与などによる地域活性化の効

果がみられた点等の肯定的な回答がある一方、関係府省庁による調査におい

ては、法令違反や不適切な事例が多数見られた。また、令和５年度の改善通

知に基づく報告により、依然として法令違反や不適切な事例が継続している

ことが分かった。本特例措置の活用事例の大半は広域の通信制高等学校であ

るが、法令違反・不適切事例が引き続き多数存在することに加え、その中に

は、学校設置会社への指導監督を担う認定地方公共団体が認知できていない

ものもあることや、令和４年度に実施した調査において、年間を通じて一度

しか学校の運営状況を確認していないと回答した自治体も存在することな

どから、認定地方公共団体の指導監督体制等の改善が求められる。 

 

評価・調査委員会の審議においては、次のような意見が出された。 

・ 

・ 

 

⑦ 今後の対応方針 

本特例措置においては、平成 24 年度も是正措置が講じられたことを踏まえ、

以下のとおりとする。 

 

構造改革特区基本方針を次のように改正する。 

 ・同意の要件に各種法令遵守、既に他の地域等において認定を受けて学校

設置事業を運営している学校設置会社の場合は既存校が適切に運営さ

れていること、を盛り込む。 

・恒常的な指導監督に係る記載を強化。 

関係府省庁は、認定地方公共団体、学校設置会社等に対して、法令違反・不

適切事例の再発防止のための周知・指導の徹底を図るとともに、今般の是正

措置が弊害の予防等につながったかも含め、改善状況について確認・検証の

上、評価・調査委員会が適当と認める時期に評価を実施する。 

関係府省庁は、常時、ノウハウの乏しい認定団体に対して、必要な助言を行

う。 

関係府省庁は、学校法人化を希望する学校に対し、引き続き相談窓口を設け

て個別にきめ細かく対応するなど学校法人化を支援する。 

 

⑧ 全国展開の実施内容  

⑨ 全国展開の実施時期  
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番号 1014
特定事業の名称 特定法人による農地取得事業

措置区分 法律
特例措置を講ずべき
法令等の名称及び
条項

農地法（昭和27年法律第229号）第３条第１項、同条第２項

特例措置を講ずべき
法令等の現行規定

１．農地又は採草放牧地について権利を取得するには、農業委員会の許可を受けなけれ
ばならない。（農地法第３条第１項）
２．法人による農地等の権利取得については、農地所有適格法人に限り認められている。
（農地法第２条第３項、第３条第２項第２号）

特例措置の内容 １．地方公共団体が、その区域内において、農地等（構造改革特別区域法（平成14年法律
第189号。以下「法」という。）第24条第１項に規定する農地等をいう。）の効率的な利用を
図る上で農業の担い手が著しく不足しており、かつ、従前の措置のみによっては耕作の目
的に供されていない農地等その他その効率的な利用を図る必要がある農地等の面積が
著しく増加するおそれがあることから、その設定する構造改革特別区域内において、農地
等の効率的な利用を通じた地域の活性化を図るため農地所有適格法人以外の法人が農
地等の所有権を取得して農業経営を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定
を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に
ある農地等を管轄する農業委員会は、当該構造改革特別区域において農業経営を行おう
とする当該法人のうち①～③に掲げる要件の全てを満たしているもの（以下「特定法人」と
いう。）が当該構造改革特別区域内にある農地等について当該地方公共団体から所有権
を取得しようとする場合には、農地法第３条第２項の規定にかかわらず、同条第１項の許
可をすることができる。

①当該法人が、その農地等の所有権の取得後において４．の規定による通知が行われた
場合その他その農地等を適正に利用していないと当該地方公共団体が認めた場合には
当該地方公共団体に対し当該農地等の所有権を移転する旨の書面による契約を当該地
方公共団体と締結していること。
②当該法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安
定的に農業経営を行うと見込まれること。
③当該法人の業務執行役員等（農地法第３条第３項第３号に規定する業務執行役員等を
いう。以下同じ。）のうち、一人以上の者が特定法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従
事すると認められること。

２．認定の日以降、地方公共団体が構造改革特別区域内にある農地等について、認定を
受けた構造改革特別区域計画に基づいて特定法人に所有権を移転するために所有権を
取得する場合又は１．①の契約に基づいて所有権を取得する場合には、農地法第３条第
１項本文の規定は適用しない。

３．農業委員会は、１．の農地法第３条第１項の許可をする場合には、同条第５項の規定
により、当該許可を受けて農地等の所有権を取得した特定法人が、農林水産省令で定め
るところにより、毎年、その農地等の利用の状況について、農業委員会に報告しなければ
ならない旨の条件を付けるものとする。

 ４．農業委員会は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を、地方公共団体に対し、
通知するものとする。
①当該特定法人がその農地等を適正に利用していないと認める場合。
②当該特定法人がその農地等において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域に
おける農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合。
③当該特定法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的か
つ安定的に農業経営を行っていないと認める場合。
④当該特定法人の業務執行役員等のいずれもが当該特定法人の行う耕作又は養畜の
事業に常時従事していないと認める場合。

同意の要件 １．法第24条第１項の認定を受けた地方公共団体において、地域計画（農業経営基盤強
化促進法（昭和55年法律第65号）第19条第１項に規定する地域計画をいう。）が定められ
ている場合にあっては、適正な手続きを経て、特定法人が当該計画に位置付けられてい
る又は位置付けられる見込みがあること。
２．地域計画が定められていない場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
①特定法人の営農計画を基に、農業用機械、労働力、技術力等から判断し、農地等の全
てを効率的に利用すると認められること。
②農地の面的集積に支障がないこと、他の農業者の水利用を阻害しない、無農薬栽培を
阻害しないなど、周辺の農地利用に支障がないと認められること。
３．営農型太陽光発電など一時転用を行おうとするものでないこと。

特例措置に伴い必要
となる手続き

・法第24条第３項の規定に基づく報告を受けた農業委員会は、その内容を農林水産大臣
に報告するものとする。
・農業委員会及び都道府県知事等は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88
号）及び農地法の規定を踏まえ、法人の農地等の利用状況を随時監視し、不適正利用
（遊休化、違反転用等）があった場合又はそのおそれがある場合等には、農林水産大臣
に報告するものとする。

 
 
2
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調査スケジュール（案）

１． 関係府省庁名 農林水産省

２． 特例措置番号 1014

３． 特定事業の名称 特定法人による農地取得事業

４． 調査スケジュール

① 調査スケジュール

調査票作成・送付 令和８年９月
調査実施 令和８年９月～１０月
調査票回収  令和８年１０月
とりまとめ  令和８年１０月

② 理由

本特例措置の対象となる特定法人による農地取得事業開始後、ある程度
の期間が経過するまでは、農地取得による十分な実績を得ることができず、
弊害の発生の有無等を判断することは困難であることから、特区において適
用・承認が見込まれ、その効果が判明することが見込まれる時期等を踏まえ
れば、本特例措置に係る評価のための調査については、特区認定の日から
３年後を目途とした上記調査スケジュールにより行うことが適当である。

③
その他留意すべ
き事項

（参考）令和６年１月時点で構造特区として認定されている特定法人による農
地取得事業（1014）は、兵庫県養父市の１件。当該計画で位置づけられた事
業者は１社のみ。

 
 
3

 

102 / 115



 

 

 

構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価時期に係る意見（案） 

 

 

令和６年３月２１日 

構造改革特別区域推進本部 

評価・調査委員会 

 

 構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）に基づく規制の特例措置につ

いては、特例措置の実施状況等に照らし全国展開の是非等の評価を行っているとこ

ろである。当該評価の実施時期については、本委員会において検討を行い、構造改革

特別区域推進本部長に意見を提出しているところである。 

 この度、構造改革特別区域計画の認定が初めて行われた規制の特例措置について、

関係府省庁の長から提出のあった調査スケジュールに基づき、評価時期の検討を行

った。 

 その結果、当該規制の特例措置の評価時期について、本委員会の意見は以下のと

おりとする。 

〇初めて評価時期を検討したもの 

特例措置番号 特定事業名 評価時期 

１０１４ 特定法人による農地取得事業 令和 年度 
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 参考資料 1  

構造改革特別区域推進本部 評価・調査委員会 委員名簿 
 

 

（令和５年７月 30 日 現在） 

氏  名 職 業 等 

ふじむら ひろゆき 

◎ 藤村 博之 

独立行政法人労働政策研究・研修機構理事

長 

     いわさき くみこ  

〇 岩崎 久美子 
放送大学教養学部教授 

くどう ひろこ  

工藤 裕子 
中央大学法学部教授 

くぼ  けんたろう 

久保 賢太郎 
TMI 総合法律事務所弁護士 

わたなべ こういちろう 

渡邊 浩一郎 
公認会計士 

 

※ ◎は委員長、〇は委員長代理 
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 参考資料２  

 

構造改革特別区域基本方針（抄） 

 

平成 15 年１月 24 日閣議決定 

令和５年 12 月 26 日最終改正 

 

２．構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本方針 

（１）基本理念 

③評価の実施 

さらに、特区において実施される規制の特例措置は、その実施の見

込み等を踏まえあらかじめ定めた評価時期に、その実施状況に基づき

評価を行うことにより、特区の成果を着実に全国に広げていくことが

必要である。したがって、規制の特例措置の評価において、特段の問

題が生じていないと判断されたものについては、速やかに全国展開を

推進していくことを原則とする。 

特段の問題が生じているかは、規制の特例措置について全国展開を

行った場合に発生する弊害と効果により、判断するものとする。 

規制の特例措置の全国展開とは、現在、規制の特例措置により実現

している規制改革について、構造改革特別区域計画（以下「特区計画」

という。）の認定制度によらず、当該規制が本来規定されている法律、

政令又は主務省令（告示を含む。以下同じ。）（以下「法令」という。）

の改正等を行うことにより、全国規模で規制改革の成果を享受できる

よう措置することである。 

一方、地域性が強い規制の特例措置については、特区において当分

の間存続させることとする。 

地域性が強い規制の特例措置とは、特区として認定を受けて実施さ

れることにより、地方公共団体による総合的な取組とそれに対する国

の関係機関による援助・協力を推進でき、全国的な規制改革の突破口

というよりは、地域活性化策として意義が大きいものである。 

評価に当たっては、円滑な実施の観点から、供給者の視点のみなら

ず、消費者・需要家の視点をより重視して、規制の特例措置の要件、手

続、関連する規制等について、更なる提案を募集することなどにより、
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特区における実施状況等を踏まえて、必要な見直しを行うものとする。 

  なお、総合特別区域法（平成 23 年法律第 81 号）第 14 条の２第４項

又は同法第 37 条の２第４項の適用を受けた規制の特例措置について、

適用を受ける同法第 12 条第１項に規定する国際戦略総合特別区域計

画又は同法第 35 条第１項に規定する地域活性化総合特別区域計画が

認定されている場合には、その実施状況に基づき評価を行う。 

 また、国家戦略特別区域法（平成 25 年法律第 107 号）第 10 条第４

項又は第５項の適用を受けた規制の特例措置について、適用を受ける

同法第８条第１項に規定する区域計画が認定されている場合には、そ

の実施状況に基づき評価を行う。 

さらに、規制の特例措置の適用を受けた特定事業が、地域再生法（平

成 17 年法律第 24 号）第５条第４項第 15 号に規定する事項について地

域再生計画に記載され、同法第 17 条の 61 の規定に基づき特区計画の

認定があったとみなされた場合には、当該規制の特例措置について、

その実施状況に基づき評価を行う。 

 

④評価・調査委員会 

このような基本理念に基づき、特区制度を推進するために、構造改

革特別区域推進本部（以下「本部」という。）に、有識者からなる評

価・調査委員会が設置されている。この委員会では、規制の特例措置

の効果等を評価し、その結果に基づき、構造改革の推進等に必要な措

置について、構造改革特別区域推進本部長（以下「本部長」という。）

に意見を述べるとともに、本部長の諮問に応じて新たな規制の特例措

置の整備その他の構造改革の推進等のために講ぜられる施策に係る重

要事項について調査審議する。 

 

（２）提案の募集に関する基本方針 

③評価・調査委員会による調査審議 

ⅰ）本部長の諮問 

本部長は、内閣府と関係府省庁との調整によっては実現しなかっ

た提案のうち、経済的及び社会的に意義があり、専門的知見を活用
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し、又は情勢の推移を踏まえて更に検討を深めることにより、新た

に地域の特性に応じた規制の特例措置を講ずることができる可能性

があるものについて、評価・調査委員会に諮問することとする。 

なお、本部長は、提案のほか、他の関係機関から特区において規

制の特例措置を講ずべき事項について検討を要請された場合には、

この事項についても評価・調査委員会に諮問することができる。 

 

ⅱ）調査審議の方法 

評価・調査委員会で提案について調査審議する場合には、迅速か

つ適確に調査審議を行うため、必要に応じて、提案者、関係府省庁、

有識者等からの意見聴取又は現地調査を実施できるものとする。 

 

ⅲ）意見の扱い 

本部は、評価・調査委員会から本部長に意見が提出された場合に

は、上記②ⅰ）のア）～ウ）及びⅱ）の基準に基づき、評価・調査委

員会の意見に関する対応方針を決定するものとする。 

 

（３）評価に関する基本方針 

①評価のスケジュール 

毎年度原則として２月末までに行うものとする。 

 

②評価基準 

ⅰ）規制の特例措置の在り方に関する評価基準 

規制の特例措置の在り方について、以下の基準により評価を行う。 

ア）全国展開 

以下のいずれかの場合。ただし、イ）又はウ）の基準に該当する

場合を除く。 

ａ 弊害が生じていないと認められる場合 

ｂ 弊害が生じていても、規制の特例措置の要件、手続を見直

すことで弊害の予防等の措置が確保され、かつ、見直された

予防等の措置について特区における検証を要さないと認めら
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れる場合 

ｃ 弊害が生じていても比較的微小であり、規制の特例措置を

全国展開した場合の効果と比較検討し、効果が著しく大きい

と認められる場合 

イ）特区において当分の間存続 

地域性が強い、すなわち、特区として認定を受けて実施される

ことにより、地方公共団体による総合的な取組とそれに対する国

の関係機関による援助・協力を推進でき、全国的な規制改革の突

破口というよりは、地域の活性化として意義が大きいと認められ

る場合 

ウ）拡充 

規制の特例措置の要件又は手続が過剰なものになっていないか

等の観点からの提案（以下「拡充提案」という。）等に基づき、規

制の特例措置の要件又は手続を緩和又は変更する場合であって、

当該緩和又は変更した要件又は手続について特区における検証を

要すると認められる場合 

エ）是正 

弊害が生じていても、規制の特例措置の要件又は手続を見直す

ことで弊害の予防等の措置が確保され、是正又は追加された予防

等の措置について特区における検証を要すると認められる場合 

オ）廃止 

弊害が生じており、かつ、規制の特例措置の要件又は手続を見

直すことで予防等の措置を確保することが困難と認められる場合 

 

ⅱ）関連する規制等の改革に関する評価基準 

また、当該規制の特例措置に関連する規制等の改革について、関

連する規制等が妨げとなっていないか等の観点からの提案（以下「関

連提案」という。）等があった場合には以下の基準により評価を行

う。 

ア）提案の募集に基づき講ずることとなった措置 

ａ 特区において講ずることとなった規制の特例措置 
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ｂ 全国で実施することとなった規制改革 

ｃ その他提案を実現するための措置 

イ）関係府省庁において今後前向きに検討を進める規制等の改革 

 

③評価時期の設定 

評価時期は一律に定めるのではなく、特区において適用が見込まれ

る時期、その効果が判明することが見込まれる時期等を踏まえ、規制

の特例措置ごとに設定するものとする。 

そのため、関係府省庁の長は、規制の特例措置について、適用され

る特区計画が初めて認定された場合には、当該特区計画における目標、

特定事業の内容、開始の日等を踏まえ、当該特区計画の認定から１か

月以内に調査スケジュールを作成し、本部に提出しなければならない。 

評価・調査委員会は、関係府省庁から提出された調査スケジュール

を踏まえ、必要に応じて関係府省庁から意見を聴取した上で、規制の

特例措置の評価時期を検討し、本部長に意見を提出するものとする。 

本部長は、評価・調査委員会の意見を踏まえ、規制の特例措置の評

価時期を決定するものとする。 

 

④拡充提案・関連提案の募集 

評価を予定する規制の特例措置について、拡充提案及び関連提案を

募集するものとする。 

そのため、内閣府は、当該規制の特例措置の評価が開始されるまで

の間に、その旨を公表し、提案を募集する。その際、地方公共団体に対

して、積極的な提案を促すことに努めるものとする。 

拡充提案及び関連提案については、通常の提案と同じ検討基準及び

検討プロセスにより処理するものとし、その結果について、内閣府は、

評価・調査委員会に報告するものとする。 

 

⑤ニーズ調査の実施 

評価を予定する規制の特例措置のうち実施が少ないものについては、

評価に至る前に、内閣府は、更なる実施の可能性について調査（以下
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「ニーズ調査」という。）を行うものとする。 

評価・調査委員会は、ニーズ調査の結果、実施の増加が見込まれず、

また、拡充提案がない規制の特例措置については、予定していた評価

を行わないことができるものとし、その場合には、関係府省庁にその

旨通知するものとする。その際、内閣府は、あらかじめ関係府省庁の

意見を求め、その結果を評価・調査委員会に報告するものとする。 

また、評価を予定する規制の特例措置のうち、活用実績が無いもの

については、内閣府はニーズ調査を行わないことができるものとする。 

 

⑥評価の方法 

関係府省庁の長は、評価の対象となった規制の特例措置について、

③で決定された評価時期に、法第 48 条第１項に基づき規制の特例措置

の適用状況について調査を行い、その結果を本部に報告しなければな

らない。 

関係府省庁の長は、調査に当たって、規制の特例措置による弊害の

発生の有無に基づき、全国展開により発生する弊害について立証責任

を有するものとし、また、弊害の発生の有無の判断に資する情報を最

大限把握するものとする。 

この関係府省庁の長の調査に加えて、評価・調査委員会は、規制の

特例措置を全国展開することによる効果、地域性が強い規制の特例措

置かどうか等について独自の調査を行うものとする。 

評価・調査委員会は、これらの結果等を踏まえ、規制の特例措置に

関する評価を行い、本部長に意見を提出するものとする。本部は、評

価・調査委員会の意見を踏まえ、対応方針を決定するものとする。 

ⅰ）調査票の作成 

評価に当たって、評価・調査委員会は、評価を予定する規制の特

例措置について、評価の開始の３か月前までに関係府省庁に通知す

るものとする。通知を受けた関係府省庁は、評価の開始の２か月前

までに調査の内容、方法及び対象を記載した調査票を作成して評価・

調査委員会に提出しなければならない。 

評価・調査委員会は、関係府省庁の調査票を踏まえて、評価・調査
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委員会の調査票を作成するものとする。その際、評価・調査委員会

は、必要に応じて関係府省庁の調査票に対して意見を述べるものと

する。 

 

ⅱ）調査結果の取りまとめ 

評価の対象となった規制の特例措置について、これらの調査票は、

調査の対象となる規制の特例措置に係る特区計画の認定を受けてい

る地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）、実施主体又

は関係者に対して時間的余裕を持って周知するものとし、調査結果

は、評価の開始から２か月後までに取りまとめるものとする。なお、

評価・調査委員会は、独自の調査に当たっては、認定地方公共団体、

実施主体又は関係者からの意見聴取又は現地調査を実施できるもの

とする。 

関係府省庁は、弊害について調査・報告する場合においては、そ

の弊害の予防のための運用の改善及び是正措置の可能性等も併せて

報告するよう努めるものとする。 

 

ⅲ）評価意見の提出 

評価・調査委員会は、関係府省庁の長の調査結果及び独自の調査

結果を踏まえ、また、必要に応じて関係府省庁から意見を聴取した

上で、②の評価基準に基づき評価を行い、本部長に意見を提出する

ものとする。 

本部は、評価・調査委員会の意見を踏まえ、②の基準に基づき、評

価に関する対応方針を決定する。 

 

⑦総合特区において適用された規制の特例措置の評価 

総合特別区域法第 14 条の２第４項又は同法第 37 条の２第４項の適

用を受けた規制の特例措置について評価を行う場合には、①から⑥ま

での事項に準じて評価を行うものとする。 

 

⑧国家戦略特区において適用された規制の特例措置の評価 
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国家戦略特別区域法第 10 条第４項又は第５項の適用を受けた規制

の特例措置について評価を行う場合には、①から⑥までの事項に準じ

て評価を行うものとする。 

 

⑨地域再生計画に記載され特区計画の認定があったとみなされた場合

の規制の特例措置の評価 

規制の特例措置の適用を受けた特定事業が、地域再生法第５条第４

項第 15 号に規定する事項について地域再生計画に記載され、特区計画

の認定があったとみなされた場合の当該規制の特例措置について評価

を行う場合には、①から⑥までの事項に準じて評価を行うものとする。 

 

（５）関係府省庁の対応状況のフォローアップに関する基本方針 

内閣府は、提案を受けて全国で実施された規制改革及び現行制度で対

応可能と判断された事項並びに全国展開された規制の特例措置について、

その実施に当たり問題が生じていないかフォローアップ調査を行い、問

題が生じている場合には、関係府省庁と調整を行う。 

また、内閣府は、関係府省庁との調整によっては実現しなかった提案

について、関係府省庁の協力を得つつ、定期的にフォローアップを行い、

実現に向けた取組が成されるものについては、内閣府のホームページに

掲載するとともに、当該提案をした者に対し通知する。 

 

（６）構造改革実現のための情報提供、相談機能の強化と関連する施策

との連携に関する基本方針 

②国家戦略特区制度との連携 

 構造改革の推進のため、国家戦略特区制度と相互の有機的な連携を

図るものとし、国家戦略特別区域法第５条第７項の規定による募集に

応じ行われた提案であって、同法第 38 条の規定に基づき、構造改革の

推進等に資するものとして法第３条第４項に規定する提案とみなされ

たものについては、同項の規定に基づき、必要な措置を講ずることと

する。 
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３．特区計画の認定に関する基本的な事項 

（１）特区計画の認定に関する基本方針 

⑩認定特区計画の実施の状況の調査及び措置要求 

規制の特例措置が特区内において適切に実施されているか、特区計

画に記載されているような効果をあげているか、について調査し、必

要に応じて規制の特例措置の是正又は廃止や、特区計画の改善の要求

又は認定の取消しに係る判断の材料とする。 

このため、内閣総理大臣は、必要に応じて認定地方公共団体におけ

る特区計画の実施の状況について調査を行い、特区計画の変更等が必

要であると認められる場合には、法第８条第１項に基づく措置を講ず

るものとする。なお、内閣総理大臣が法第８条第１項に基づく措置を

講ずる場合には、本部を通じて評価・調査委員会の意見を求めるもの

とする。 

また、関係府省庁の長は、必要に応じて規制の特例措置の実施状況

について調査を行い、当該規制の特例措置の適正な適用を地方公共団

体に求めることが必要であると認められる場合には、法第８条第２項

に基づく措置を講ずるものとする。なお、関係府省庁の長が法第８条

第２項に基づく措置を講ずる場合には、本部を通じて評価・調査委員

会の意見を求めるものとする。 

 

⑪認定特区計画の取消し 

法第８条第１項又は第２項に基づく措置等にもかかわらず、規制の

特例措置の実施による弊害等の発生が認められること、規制の特例措

置の効果が認められないこと等により、特区計画の認定の取消しが必

要な場合には、内閣総理大臣は当該地方公共団体に対して法第９条に

基づく措置を講ずるものとする。内閣総理大臣が法第９条に基づく措

置を講ずる場合には、本部を通じて評価・調査委員会の意見を求める

ものとする。 

 

４．構造改革の推進等に関し政府が講ずべき措置についての計画 

（２）評価等に基づき政府が講ずることとなった措置 
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①全国展開することとなった規制の特例措置 

特区で実施する規制の特例措置について、本部において上記２．（３）

②ⅰ）ア）の評価基準に基づき評価の対応方針が決定されたもの及び

関係府省庁が自ら全国展開するとしたものについては、別表１から削

除するとともに、実施時期、全国展開の実施内容を明示して、別表２

として決定し、必要な法令の改正等を行うものとする。なお、関係府

省庁が自ら全国展開しようとする場合には、内閣府は必要に応じて関

係府省庁とともに評価・調査委員会にその旨報告するものとする。 

関係府省庁は、その作成する規制の特例措置を定める法令の改正案

と別表２の内容が合致したものとなるよう、内閣府と所要の調整を行

うものとする。 

上記法令の改正等に当たって、関係府省庁は、既に認定されている

特区計画において実施されている規制の特例措置について、実施主体

に対して新たな許認可の申請を求めない等の実施の継続が円滑に行わ

れるよう措置しなければならない。 

なお、関係府省庁は、別表２に定める事項及びこの内容に合致して

定められる法令で規定する条件以上のものを、通達等により付加しな

いものとする。 

 

②拡充、是正又は廃止等をすることとなった規制の特例措置 

本部において２．（３）②ⅰ）ウ）、エ）又はオ）の評価基準に基づ

き評価の対応方針が決定されたもの及び関係府省庁が自ら拡充すると

したものについては、別表１を改定するとともに、必要な法令の改正

等を行うものとする。なお、関係府省庁が自ら拡充しようとする場合

には、内閣府は必要に応じて関係府省庁とともに評価・調査委員会に

その旨報告するものとする。また、規制の特例措置の前提となる制度

自体が廃止又は抜本的に変更されることにより、規制の特例措置の必

要性もなくなる場合には、内閣府は必要に応じて関係府省庁とともに

評価・調査委員会にその旨報告するものとする。 

関係府省庁は、その作成する規制の特例措置を定める法令の改正案

と改定される別表１の内容が合致したものとなるよう、内閣府と所要
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の調整を行うものとする。 

なお、関係府省庁は、別表１に定める事項及びこの内容に合致する

よう定められる法令で規定する条件以上のものを、通達等により付加

しないものとする。 

 

③関連する規制等の改革 

本部において規制の特例措置に関連する規制等の改革を実施するも

のとして評価に関する対応方針が決定された場合及び関係府省庁が自

ら関連する規制等の改革を実施するとした場合は、特区において講ず

るものについては上記（１）①と同様の取扱いを、全国で実施するも

のについては上記（１）②と同様の取扱いを、その他のものについて

は上記（１）③と同様の取扱いを、それぞれ行うものとする。なお、関

係府省庁が自ら関連する規制等の改革を実施しようとする場合には、

内閣府は必要に応じて関係府省庁とともに評価・調査委員会にその旨

報告するものとする。 

 

（３）透明性の確保 

特区制度の運用に当たっては、制度の各プロセスにおいて、第三者の

目を通じた客観的な評価を可能とするため、インターネット等を活用し、

関係資料をできる限り公開することとする。 

具体的には、提案の募集・検討に関する事務、関係府省庁との調整状

況、規制の特例措置の追加等に関する基本方針の変更、特区の認定に関

する事務、規制の特例措置の評価等に関係する会議の構成員、会議資料、

議事録等に関する資料については、本部のホームページ等を活用し、迅

速に公開することを原則とする。 
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